
2.4.3 調査対象都市における上下水道料金体系等についてのまとめ 

(1)概要 

2.4.2 では、合計 26 都市における上下水道の料金体系、事業費の回収状況、Cross-Subsidy

の状況を述べたが、本項では、それぞれの項目に関して各都市を比較し、その特徴や傾向

を確認するとともに、その背景について考察する。 

 

(2)都市間での上下水道料金水準の比較 

家庭用・業務用それぞれの標準水量（本邦自治体事例から家庭用：15 ㎥、業務用：107

㎥と想定）における、各国各都市における上下水道料金について比較する。算定にあたっ

ては、毎月課金される基本料金と従量料金の合算とし、基本料金が口径による場合は、標

準家庭用は 13mm、業務用は 20mm（本邦自治体事例より）を想定する。以上の条件が、料

金表のどのカテゴリーに当てはまるのか厳密に判断できない場合、比較において支障がな

いよう妥当な範囲での想定をおいて、料金を算出した。 

その上で、総務省統計局発表の一人当たり GDP をもとに、各国の一人当たり GDP と上

下水道料金（家庭用・業務用）をプロットした。今回選定した国の一人当たり GDP は、ベ

トナム、マレーシア等の概ね 10,000 米ドルに収まるグループと、日本、アメリカ等の 40,000

米ドル前後のグループで大きく異なっており、前者を発展途上国グループ、後者を先進国

グループとして扱う。 

家庭用の上水道料金については、発展途上国グループの中では GDP の水準に関わらず、

一月あたりの水道料金は 10 米ドル以内に収まっており（ただし、サンパウロを除く。）、一

人当たり GDP 水準と水道料金の間に強い関係はあまり見られない。先進国グループについ

ても、ほぼ同一の GDP であっても料金水準は異なったものとなっている。先進国では、フ

ランス・シンガポール・日本が概ね同一の水準であるのに対して、ドイツ、アメリカ、イ

ギリスの順に料金が上昇している。 

業務用の上水道料金については、発展途上国グループの中では、リオデジャネイロとサ

ンパウロを除いて、概ね 100 米ドル以内に収まっており、先進国グループについても、フ

ランスを除くと、一定範囲の料金水準を示し、各グループの平均 GDP と平均料金水準には

一定の傾向が見られる。 
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図表 2-4-3-1 各都市の家庭用上水道料金（上水道料金と GDP のプロット図） 
＜上水道料金（家庭用）＞ 
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図表 2-4-3-2 各都市の業務用上水道料金（上水道料金と GDP のプロット図） 
 

＜上水道料金（業務用）＞ 
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家庭用の下水道料金については、発展途上国グループのうち、一定レベルの GDP に達し

ない国（ベトナム・インドネシア・タイ・中国）については、極めて安価となっている。

GDP が 8,000 米ドル程度を超える国（ブラジル・チリ）については、月あたり 10～20 米ド

ル程度の料金を徴収している。先進国グループについては、ほぼ家庭用上水道と同様の傾

向をもっており、ほぼ同一の GDP であっても料金水準の幅は広く、相関関係は見られない。 

業務用の下水道料金については、家庭用の下水道料金と同様、一定レベルの GDP に達し

ない国（ベトナム・インドネシア・タイ・中国・マレーシア）については料金が極めて安

価となっている。その反面、チリ・ブラジルについては一部先進国と比較して遜色ない金

額を課金している。業務用上水道とほぼ同様の傾向をもっており、各グループの平均 GDP

と料金水準には、一定の傾向が見られた。 

 

図表 2-4-3-3 各都市の家庭用下水道料金（下水道料金と GDP のプロット図） 
＜下水道料金（家庭用）＞ 
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図表 2-4-3-4 各都市の業務用下水道料金（下水道料金と GDP のプロット図） 
＜下水道料金（業務用）＞ 
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以上の比較より次のような点が指摘される。 

① 発展途上国グループの上水道は、家庭用が概ね月 10 米ドル、業務用が概ね月 100 米

ドルという範囲に収まっている。発展途上国グループ内各国の GDP の多寡と料金水

準の間に強い関係はない。経済発展水準が低い国では、水道料金の課金額は一定の

範囲内に留まっていることが想定される。 

② 発展途上国グループの下水道は、GDP が一定水準（8,000 米ドル程度）までの場合、

家庭用・業務用を問わず、きわめて課金額が小さい。業務用も含め、下水道処理に

対して本格的な課金を行うのは一定の経済発展を果たした国であることが想定され

る。 

③ 他方、発展途上国グループの中でも比較的発展度が高いブラジルにおいては、とり

わけ業務用の上下水道に関して課金額が高くなっている（家庭用と比較して業務用

の課金水準が高く、家庭用と業務用の Cross-Subsidy が強く働いていることが想定さ

れる）。 

④ 先進国グループの中では、イギリス、ドイツ、アメリカの料金の高さが目立ってい

るが、近似性は特に見られなかった。 

⑤ 先進国グループの中の各国の料金格差は、家庭用より業務用のほうが小さい。 
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(3)各都市における上下水道の料金比率 

家庭用料金について、調査対象各都市における、標準水量での上水道料金と下水道料金

の比率を算出した。その上で、一人当たり GDP と下水料金が上水道料金に対して占める割

合をプロットしたのが、以下の図となっている。 

 

図表 2-4-3-5 各都市の下水道料金の上水道料金に対する割合 
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上掲の図より、以下のような点が指摘できる。 

① 発展途上国グループと先進国グループを比較すると、GDP が高いほど、下水道料金

の上水道料金に対する割合が増加するという傾向が見られる。 

② 一人当たり GDP が約 8,000 米ドル以下の国においては、下水道料金は上水道料金の

約半分相当となっている。 

③ 他方、一人当たり GDP が近似していながら、南米の国々（チリ・ブラジル）におい

ては、上下水道の料金がほぼ等しくなっている。 

④ 先進国においては、上水道料金と下水道料金がほぼ等しくなっている。 

 

(4)各都市の家計支出に上下水道料金が占める割合 

各国各都市の家計支出における上下水道料金額を以下の図に示した。なお、家計支出デ

ータについては、国あたりの指標を使用しており、都市毎の指標は適用していない。 

 

＜発展途上国グループ＞ 

• アジアについては、ベトナム・インドネシアの中心都市（ホーチミン・ジャカル
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タ）の水準が高い1。特に、インドネシアについては、2.4.2 「ジャカルタの上水

道料金設定の動向」で記載したとおり、2007 年までは料金を 6 ヶ月毎に改訂でき

たことに起因している。 
• ホーチミン・ジャカルタを除く、ベトナム・インドネシア・タイの都市について

は、上下水道料金合算で概ね家計支出の 1.5%程度である。 
• 中国、マレーシアについては水道料金の水準が家計支出に比べて１％以下と低廉

になっている。 
• 発展途上国グループの大半の都市では下水道料金については支出に占める割合が

小さい。ただし、ブラジル・チリでは先進国グループと同様、下水道料金の占め

る割合が高い。 
 

＜先進国グループ＞ 

• 国によってばらつきがあり、アメリカ・イギリスでは家計支出の 4.0 から 5.0％程

度、シンガポール・ドイツでは 2.0%程度、日本・フランスでは 1.0%程度となって

いる。 
• 先進国グループの大半の都市では上水道料金と同額程度の下水道料金が課されて

いる。 
 

図表 2-4-4-1 各国各都市の上下水道料金が家計支出額に占める割合 
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(5)各都市の上下水道料金調査の総括 

2.4.2 において詳述した料金体系、各都市の事業費回収状況及び Cross-Subsidy の状況につ

いて、その概略を比較一覧表に整理する。（添付資料１を参照。） 

                             
1 これらの国々では都市と農村部の所得差が大きいため、国全体のデータを使用すると、都市部の上下

水道料金については、平均家計支出額に対する割合が高くなってしまう点にも留意が必要である。 
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①各都市における事業費の回収状況 

事業費回収状況に関しては、収入については料金収入を、費用については既に 2.4.2(2)

において検討したように CAPEX 及び O&M 費用を検討の対象として、料金収入によって、

これら費用を回収する割合・程度を整理する。回収の程度については、次の４つの基準に

従い、区分している。１から４に従うにつれて、回収率は下落する。 

 

１：料金収入が CAPEX も含めて回収する。（減価償却、金利等の全部回収を想定する。）

２：料金収入が CAPEX の一部を回収する（減価償却、金利等の一部回収を想定する。）。

３：料金収入と O&M 費用がほぼ同等である。 

４：料金収入によって O&M 費用を回収できていない。 

 

②各都市における Cross-Subsidy の状況 

各都市の上下水道事業における、規模別 Cross-Subsidy、用途別の Cross-Subsidy、及び、

その他の Cross-Subsidy について記載している。 

 

③比較表からの抽出事項 

1)先進国（日本・イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・シンガポール） 

 用途別の Cross-Subsidy が働いていないケースが大半である。 

先進国では大半の国において、用途が異なっても同一の料金表を適用している。例えば

横浜市では下水に関しては家庭用・業務用で同一の料金表を使用しており、上水について

も 200 ㎥までは同一の料金体系をとっている。フランス・ドイツにおいては完全に同一の

料金表を適用しており、例外としてイル・ド・フランスで行政機関に対して減免措置が適

用される場合等があるのみである。 

これに対して、先進国の中でも、シンガポールや三浦市などでは、用途別の料金が設定

されており、立米単価が異なっている場合がある。しかし、シンガポールでは非家庭用の

料金と家庭用（40 ㎥まで）の料金が同一であり、三浦でも用途は異なっていても、立米

単価は各用途間でかなり近似している。このように、料金体系が異なっていたとしても、

用途間の Cross-Subsidy が強く働いていないというケースが多い。 

先進国で用途別のCross-Subsidyが働いていない理由としては、課金事務の煩雑さを低減

するためという理由が考えられる。また、先進国でも貧困層は存在するが、必ずしも水道

事業の枠の中で貧困層へと配慮するのではなく、社会保障全体で貧困層への配慮を行って

いるという背景も想定される2。 

 

                             
2 貧困層に関しては、2.5 に記載している。先進国では補助金や社会保障の枠組みで水道事業に関する貧困

対策を実施している国が多い。 
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 規模別の Cross-Subsidy が働いていないケースが大半である。 

先進国では大半の国において、規模が異なっても同一の立米単価が適用されるケースが

多い。フランス・ドイツ・アメリカ（ワシントンＤＣ）では上下水道ともに単純従量課金

制となっており、規模別の Cross-Subsidy は働いていない。 

イギリスやシンガポールでは、一部利用量によって単価に差があり、規模別の

Cross-Subsidy が設定されている場合がある。しかし、イギリスでは異なった従量料金が適

用されるのは一部の大規模ユーザーに限られ、シンガポールについては家庭用が２つの区

分に分かれるのみである。 

先進国においては、日本は横浜市・三浦市ともに使用量に応じてきめ細かに単価を設定

しており、Cross-Subsidy を適用している。政策的にも逓増型従量料金制の利用を推奨して

きた。しかし、例えば横浜市では、前回の料金改定際に規模別の Cross-Subsidy を縮める

方向に働いている。これは、節水機器の普及等により一般家庭における利用者の使用量が

下落し、水道事業体の経営の観点からも、小規模利用の単価を引き上げる方向になったた

めとのことである。 

 

 事業費の回収状況は、運営主体が官か民か、料金が政策的にある程度規定されてい

るか否かという点が、変動要素として挙げられる。 

事業費の回収状況は国によって異なる。例えば、日本では上水・下水ともに OPEX はカ

バーするものの CAPEXはカバーできない水準にあり、米国も同様である。これに対して、

フランスやドイツについては CAPEX や OPEX も含めコストリカバリーを達成している。 

事業費の回収に関して、考慮すべき要素として、まず、運営主体の性質が挙げられる。

イギリスなどの場合顕著であるが、運営主体が民間の場合、単年度で減価償却費も含めて

利益を上げようというインセンティブが働いている。イギリスでは、ある程度、料金設定

は柔軟（Ofwat の監視を受けるのみ）であるため、利益が出る水準まで料金の値上げが行

われている。 

次に、政策的にコストリカバリーが明確に目標として掲げられているか否かという点が

注目される。特に、フランスやイギリスでは、上水道事業でコストリカバリーを達成する

という方向性が明確に示されており、料金もある程度柔軟に変更されている。また、ワシ

ントン DC では、毎年の経営状況及び財務計画に合わせて料金が変更されている。変更プ

ロセスは、公聴会を多数必要とするなど、決して簡単なものではないが、コストリカバリ

ーへの意識は強いといえる。これに対して、日本では総括原価方式は設定されているもの

の、コストリカバリーを達成するために料金を連動させるほど、コストリカバリーの達成

目標は強く働いていない。 

 

2)発展途上国（マレーシア・タイ・中国・ベトナム・インドネシア・チリ・ブラジル） 

 用途別の Cross-Subsidy が活用されている。 

 292



先進国では用途別の Cross-Subsidy があまり見られなかったが、発展途上国については

商業・工業・産業・その他の用途別料金が設定され、これらから家庭用に対して

Cross-Subsidy が働いているケースが大半である。 

ただし、国によって Cross-Subsidy の程度は異なっている。国別でみると、インドネシ

アやブラジルでは家庭用以外のカテゴリーから家庭用に対する Cross-Subsidy が強いのに

対して、タイ・中国・ベトナムなどでは比較的弱い。 

インドネシアやブラジルでは、家庭用の中でも階層が分化されており、家庭用に対して

Cross-Subsidy を与えることが、水道関連法規にも規定されている。これらの国では、一般

家庭への水道普及率が十分ではなく、普及率向上が重要であること、特に、貧困層への配

慮も必要であることから、用途別の Cross-Subsidy を認めていると想定される。 

 

 規模別の Cross-Subsidy は国・都市によって異なる。 

先進国では規模別の Cross-Subsidy があまり機能していない点は既に述べたが、発展途

上国の場合、国・都市によっては規模別の Cross-Subsidy が働いているおり、次のように

区分できる。 

 

Ａ：各用途に規模別のCross-Subsidyが働いている場合 

ブラジル・インドネシア・マレーシア（ペラ）・タイ等が該当する。すべての用途に関

して規模別の Cross-Subsidy が設定されている。概ね月あたり使用量の 30～50 ㎥程度まで

は、３から４のカテゴリーに分類され、異なる立米単価が設定されているが、それ以上に

なると使用量に関わらず共通の立米単価が適用される。 

各用途の最低単価と最大単価の比である逓増度に着目すると、家庭用が最も大きくなっ

ている場合が大半である。サンパウロ・リオデジャネイロ等で顕著だが、家庭用の料金体

系の中でも特に最初の１ブロック程度は大きく下げられており、流量が多くなると他用途

の料金に近づけるという場合もあり、使用量抑制のインセンティブが強く働く体系となっ

ている。 

 

Ｂ：家庭用のみに規模別のCross-Subsidyが働いている場合 

マレーシア（クアラルンプール）、ベトナム（ハノイ・ホーチミン）、中国（深圳）では、

規模別の Cross-Subsidy は家庭用にのみ設定されている。特にベトナムについては、法律

で規定されている基本の料金体系において、家庭用のみ逓増型の料金体系で Cross-Subsidy

が働く形となっている。 

家庭用に関しては、Ａの用途の場合と同様に規模別の Cross-Subsidy を機能させること

で水使用を抑制し、小規模ユーザーに安価な料金を設定していると想定される。 

これと同時に、このＢの料金体系において、工業用等産業用のユーザーに関しては、単

純従量課金制を採用することで需要を促進していると想定される。特にホーチミンや深圳
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では、産業誘致の側面から工業用の水道料金が比較的低廉な水準とされている。 

 

Ｃ：すべての用途に規模別のCross-Subsidyが働いていない場合 

ベトナム（フエ）・中国（西安）・チリでは、規模別の料金は設定されておらず、単純従

量課金制となっている。チリのように、事務コストの低減を目的とする場合や、フエのよ

うに、水源が豊富なため、水需要を促進する場合があると想定される。 

 

 下水道に関してはコストとの関連性が低い料金設定がされているケースがある。 

発展途上国の下水道については、メーターが機能していない等の理由から、特殊な課金

方法であるケースがある。例えば、インドネシアでは住居面積によって課金されるほか、

マレーシアでは家庭用は居住人数・居住地域、産業用では雇用人数で決定される。何れも

必ずしも下水処理量を反映しない可能性がある。 

また、中国やベトナムのように、上水道と比べて極めて安価な単価で、上水道に付加的

に課金するケースもある。ベトナムでは、下水処理サービスが提供されていないこともあ

り、概ね上水道料金の 10%相当が下水道料金（環境保護料）となっている。 

 

 事業費の回収状況は、費用を踏まえた実効性ある料金改訂のしくみがあるか否かが

重要であると想定される。 

料金収入による事業費の回収については、国や都市によって、その状況が異なっている

が、事業体の一定利益を水道料金に反映できるかどうかという要素は大きくは働いている。 

例えば、ブラジルの SABESP やチリ、そしてジャカルタの水道事業者は、費用及び適

当な利益を考慮し、料金を改訂することができており（ただし、インドネシアについては

ATA メカニズムは現在は働いていない。）、事業体の収支の改善に成功している。 

それに対して、その他の国々では料金値上げが制度化され、円滑に実施される状況とは

いえない。例えばベトナムでは料金改訂のプロセスはあるものの、人民委員会の許可を要

し、タイにおいては政治的な事情において 10 年来値上げを行うことができていない。現

状でも OPEX は概ね回収しているものの、料金収入による事業費の回収状況を更に改善す

ることは難しくなっている。 
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2.4.4 対象国における電気料金体系の確認と上下水道料金との比較 

(1)調査対象都市における電気料金体系 

①ベトナム 

1)料金概要 

ベトナムでは、国営の電力公社である EVN によって電力供給サービスが実施されてい

る。価格については法律で定められており、年間平均電力価格に対する割合という形で各

カテゴリーの単価を定めている。以下に、直近で料金水準について規定している法令であ

る、Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2011 về biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

で示されている料金表を掲載する。 
番号 グループ

年間平均電力価格に対する割
合(%)

1

1.1

110KV以上

a) 通常の時間帯 84%

b) オフピーク時間帯 51%

c) ピーク時間帯 150%

22KV以上110KV未満

a) 通常の時間帯 85%

b) オフピーク時間帯 53%

c) ピーク時間帯 156%

6KV以上22KV未満

a) 通常の時間帯 88%

b) オフピーク時間帯 55%

c) ピーク時間帯 161%

6KV未満

a) 通常の時間帯 92%

b) オフピーク時間帯 58%

c) ピーク時間帯 167%

1.2

6KV以上

a) 通常の時間帯 78%

b) オフピーク時間帯 40%

c) ピーク時間帯 114%

6KV未満

a) 通常の時間帯 82%

b) オフピーク時間帯 42%

c) ピーク時間帯 118%

2 行政用

2.1 病院・幼稚園・学校

2.1.1 6 kV以上 90%

2.1.2 6 kV未満 96%

2.2 街灯

2.2.1 6 kV以上 98%

2.2.2 6 kV未満 104%

2.3 行政機関

2.3.1 6 kV以上 100%

2.3.2 6 kV未満 104%

3 ビジネス用

22 kV以上

a) 通常の時間帯 138%

b) オフピーク時間帯 78%

c) ピーク時間帯 238%

6 kV以上22 kV未満

a) 通常の時間帯 148%

b) オフピーク時間帯 88%

c) ピーク時間帯 246%

6 kV未満

a) 通常の時間帯 150%

b) オフピーク時間帯 92%

c) ピーク時間帯 257%

4 一般家庭用

小売価格

0-50kWh 平均電力価格と同等

0-100kWh 100%

101-150kWh 106%

151-200kWh 134%

201-300kWh 145%

301-400kWh 155%

401kWh以上 159%

4.2 プリペードメーターを使用した場合 132%

3.3

4.1

1.2.1

1.2.2

3.1

3.2

産業用小売価格

1.1.3

1.1.4

灌漑用ポンプ

1.1.1

1.1.2

製造業

 

図表 2-4-4-1 ベトナム（EVN）の電力体系 

(出典) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2011 về biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
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2)料金制度の特徴及び Cross-Subsidy 

以上の料金表より、料金カテゴリーと課金方法を整理する。水道と同様電力においても、

Cross-Subsidy についてはコストを勘案しながら判断する必要があるが、ここでは料金制度

から確認できる Cross-Subsidy についても記載する。 

 

 家庭用以外については、電圧でカテゴリー分けし、時間帯によって課金額が変わっ

ている。ピーク時にはオフピーク時より高い料金を課し、ピーク時に需要抑制のイ

ンセンティブを与え、使用量を平準化することで、システムの安定を図っている。

家庭用では電圧に基づく課金額もなく、またピーク時間帯と関係なく常に一定の課

金額となっている。 

 ピーク時間帯であるか否かにはよるものの、概ね家庭用より製造業・行政のほうが

安価な水準になっている。また、灌漑用についても、政策として低く抑えられてい

る。他方、ビジネス用については家庭用と同等または高い水準となっている。 

 他都市では、CAPEX に相当する Capacity Charge が課金される場合があるが、この料

金表から判断する限りは Capacity Charge が課金されておらず、むしろ OPEX 見合い

の使用量単価のみが課金されている。 

 EVNのホームページ3においては、家庭用 0-50kw用の料金については貧困層向けとの

記載があり、特別に単価が抑えられCross-Subsidyとして働いている可能性がある。 

 

②インドネシア 

1)料金概要 

インドネシアの電力公社、PLN の料金体系を以下に示す。PLN の電力料金については、

まず用途別に大カテゴリー（公共用・業務用・産業用・政府用・政府用・特殊事業用・バ

ルク用・多目的用）に区分されている。各カテゴリーで、まず皮相電力（VA）の大きさ

によって小カテゴリーに分類され、さらに、小カテゴリー以下についても、有効電力の大

きさによって 1kWh あたりの課金額が変動する場合がある。 

                             
3 http://www.evn.com.vn/  料金表に記載あり。 
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カテゴリー
公共用 限界容量 Power Cost

(Rp/kVa/month)
Energy Cost
(Rp/kWh)

前払い額

S‐1/TR 220 VA ‐                               14,800                                             ‐             

S‐2/TR 450 VA 10,000                       

 Block 1: 0 ‐ 30kWh = 123
Block 2: 30 ‐ 60kWh = 265
Block 3: > 60kwh = 360 325            

S‐2/TR 900 VA 15,000                       

 Block 1: 0 ‐ 20kWh = 200
Block 2: 20 ‐ 60kWh = 295
Block 3: > 60kwh = 360 455            

S‐2/TR 1300 VA * 605                                                   605            

S‐2/TR 2200 VA * 650                                                   650            

S‐2/TR 3500 VA ‐ 200 kVa * 755                                                   755            

S‐3/TR > 200kVA **

 Peak Hour = K x P x 605
Off‐Peak Hour = P x 605

kVArh = 650*** ‐             

家庭用

R‐1/TR 450 VA 11,000                       

 Block 1: 0 ‐ 30kWh = 169
Block 2: 30 ‐ 60kWh = 360
Block 3: > 60kwh = 495 415            

R‐1/TR 900 VA 20,000                       

 Block 1: 0 ‐ 20kWh = 275
Block 2: 20 ‐ 60kWh = 445
Block 3: > 60kwh = 495 605            

R‐1/TR 1300 VA * 790                                                   790            

R‐1/TR 2200 VA * 795                                                   795            

R‐2/TR 3500 ‐ 5500 VA * 890                                                   890            

R‐3/TR > 6600 Va **
Block 1: H1 x 890
Block 2: H2 x 1380 1,330         

業務用

B‐1/TR 450 VA 23,500                       
 Block 1: 0 ‐ 30kWh = 254
Block 2: > 30kwh = 420 415            

B‐1/TR 900 VA 26,500                       
 Block 1: 0 ‐ 108kWh = 420
Block 2: > 108kwh = 465 605            

B‐1/TR 1300 VA * 795                                                   790            

B‐1/TR 2200 ‐ 5500 VA * 905                                                   795            

B‐2/TR 6600 ‐ 200 kVA **
Block 1: H1 x 900
Block 2: H2 x 1380 890            

B‐3/TR > 200kVA ***

 Peak Hour = K x 800
Off‐Peak Hour = 800

kVArh = 905**** 1,330         

産業用

I‐1/TR 450 VA 26,000                       
 Block 1: 0 ‐ 30kWh = 160
Block 2: > 30kwh = 395 485            

I‐1/TR 900 VA 31,500                       
 Block 1: 0 ‐ 72kWh = 315
Block 2: > 72kwh = 405 600            

I‐1/TR 1300 VA *                                                    765 765            

I‐1/TR 2200 VA * 790                                                   790            

I‐1/TR 3500 VA ‐ 14kVA * 915                                                   915            

I‐2/TR 14 ‐ 200 kVa **

 Peak Hour = K x 800
Off‐Peak Hour = 800

kVArh = 875*** ‐             

I‐3/TR 200 kVA ‐ 30,000 kVa **

 Peak Hour = K x 680
Off‐Peak Hour = 680

kVArh = 735*** ‐             

I‐4/TR > 30,000kVA ***

 Peak Hour = 605
Off‐Peak Hour = 605

kVArh = 605*** ‐             

政府用

P‐1/TR 450 VA 20,000                        575                                                   685            

P‐1/TR 900 VA 24,600                                                                           600 760            

P‐1/TR 1300 VA *                                                    880 880            

P‐1/TR 2200 ‐ 5500 VA * 885                                                   885            

P‐1/TR 6600 ‐ 200 kVA **
 Block 1: H1 x 885
Block 2: > H2 x 1380 1,200         

P‐2/TR > 200kVA ***

 Peak Hour = K x 750
Off‐Peak Hour = 750

kVArh = 825**** ‐             

P‐3/TR ‐                                 **                                                    820 820            

Special Events

T/TM > 200 kVa 25000*

 Peak Hour = K x 390
Off‐Peak Hour = 390

kVArh =665** ‐             

バルク

C/TM > 200 kVa 30,000                       

 Peak Hour = K x 445
Off‐Peak Hour = 445

kVArh =595* ‐             

多目的

Capacity Limit
Power Cost

(Rp/kVa/month)
Energy Cost
(Rp/kWh) Pre‐Paid

L/TR, TM, TT ‐                                 ‐                                1450* ‐             

2010年ＰＬＮのジャカルタ向け料金
Notes:
*) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM1 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x consumptions charge

**) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM2 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour block consumption charge

***) Over the limit reactive power consumption (kVArh) is applicable if average monthly power is less
than 85%
K: Ratio between peak hour and non peak hour based on local electricity system (1.4 < K < 2), as
determined by PLN
P: Multiplier as differentiator between S‐3 pure (using multiplier of 1) social and S‐3 commercial social
(using multiplier of 1.3)

Notes:
*) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM1 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x consumptions charge

**) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM2 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour block consumption charge

On‐hours: monthly kWh consumption divided by installed kVA

H1: Percentage of actual consumption compared with average national on‐hours x installed kVA

H2: Power consumption (kWh) ‐ H1

Notes:
*) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM1 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x consumptions charge

**) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM2 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour block consumption charge

On‐hours: monthly kWh consumption divided by installed kVA

H1: Percentage of actual consumption compared with average national on‐hours x installed kVA

Notes:
*) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM1 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x consumptions charge

**) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM2 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour block consumption charge

***) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM3 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour and peak hour  consumption
charge

****) Over the limit reactive power consumption (kVArh) is applicable if average monthly power is less
than 85%
K: Ratio between peak hour and non peak hour based on local electricity system (1.4 < K < 2), as
determined by PLN
P: Multiplier as differentiator between S‐3 pure (using multiplier of 1) social and S‐3 commercial social
(using multiplier of 1.3)

Notes:
*) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM1 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x consumptions charge

**) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM2 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour block consumption charge

***) Minimum charge is applicable with the following formulae:
RM3 = 40 (on‐hours) x installed connection capacity (kVA) x non peak hour  consumption charge

H1: Percentage of actual consumption compared with average national on‐hours x installed kVA

H2: Power consumption (kWh) ‐ H1

****) Over the limit reactive power consumption (kVArh) is applicable if average monthly power is less
than 85%
K: Ratio between peak hour and non peak hour based on local electricity system (1.4 < K < 2), as
determined by PLN
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No. Customer Segment Capacity Limit Description
1 S‐1/TR 220VA Cost classification for low electricity usage
2 S‐2/TR 250VA ‐ 200kVA Cost classification for public service low to middle electricity usage
3 S‐3/TR > 200 kVA Cost classification for public service high electricity usage
4 R‐1/TR 250VA ‐ 2200VA Cost classification for home ‐ low electricity usage
5 R‐2/TR 2200VA ‐ 6600VA Cost classification for home ‐ middle electricity usage
6 R‐3/TR > 6600VA Cost classification for home ‐ high electricity usage
7 B‐1/TR 250VA ‐ 2200VA Cost classification for business ‐ low electricity usage
8 B‐2/TR 2200VA ‐ 200kVA Cost classification for business ‐ medium electricity usage
9 B‐3/TR > 200 kVA Cost classification for business ‐ high electricity usage
10 I‐1/TR 450VA ‐ 14kVA Cost classification for home industry usage
11 I‐2/TR 14kVA ‐ 200kVA Cost classification for low to middle scale industry usage
12 I‐3/TR > 200 kVA Cost classification for middle to high scale industry usage
13 I‐4/TR > 30,000kVA Cost classification for high scale industry usage
14 P‐1/TR 250VA ‐ 200kVA Cost classification for government office ‐ low to middle electricity usage
15 P‐2/TR > 200 kVA Cost classification for government office ‐ high electricity usage
16 P‐3/TR Cost classification for public street lighting electricity usage
17 T/TM > 200 kVA Cost classification for Indonesian Train Corporation

18 C/TM > 200 kVA
Cost classification for companies with a license in electricity production for
public usage

19 L/TR, TM, TT
Versatile cost classification for other users who need special quality service and
by any means are not included in clasification cost of S, R, B, I, and P

TR Low Power

S Public Service

I Industry

TM Middle Power

R Home Consumption

P Government Office

TT High Power

B Business Consumption

Note:

 

図表 2-4-4-2 インドネシア（PLN）の電力体系 

（出典）PLN 提供資料 
 

2)料金制度の特徴及び Cross-Subsidy 

1)の料金表より、料金カテゴリーと課金方法を整理する。ベトナム同様、料金制度から

確認できる限りの Cross-Subsidy についての記載も含める。インドネシアでは、多数の用

途区分が設定されているが、家庭用・業務用・産業用の違いに主に着目する。 

 料金項目を大きく分けると皮相電力（VA）に対して課金する Power Cost、使用量（kwh）

に対して課金する Energy Cost がある。また、皮相電力（VA）によっては、Power Cost

及び Energy Cost の最低課金額のみが設定されている場合があるほか、産業用等では

ピーク用の料金も設定される。 

 家庭用・業務用・産業用ともに、450VA・900VA の場合は Energy Cost が kwh ベース

の課金となり、その単価は逓増的な構造となっている。概ね、業務用・産業用は２

段階だが、家庭用は３段階となっている。Power Cost は家庭用、業務用、産業用の順

に高くなる。これに対して、Energy Cost は 900VA で使用量が多くなった場合、家庭

用のほうが業務用・作業用よりも高くなっている。 

 1300VA、2200VA の場合は最低課金額が設定され、用途を問わず概ね同じ価格が課

金されている。 

 Capacity Limit が 2200VA を超える場合、家庭用及び業務用は引き続き最低課金額に
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基づく課金となるが、産業用及び業務用についてはピーク料金とオフピーク料金が

設定される。例えば 200kVA の場合、産業用の方が業務用よりも安価となっている。 

 

③チリ 

1)料金概要 

チリの電気事業者Chilectra社の料金表は次のとおりである。大きくBT（低電圧）料金と

AT（高電圧）料金に分かれている。BT料金とAT料金は電圧が異なる点を除けば、その他

の点は同じである（ただし、10kW以下を対象としたBT1 料金は存在するが、AT1 料金は

存在しない）。各料金が課金に際して参照する項目については、以下の通りとなる4。 

 

 BT1 料金（AT1 料金は存在しない）：電気使用量のみ（ただし Capacity Limiter あり。

冬季については夏季の 120%相当の追加課金あり） 

 AT2 及び BT2 料金：電気使用量、Capacity Contract（家庭用、中規模商業施設） 

 AT3 及び BT3 料金：電気使用量、最大使用量（大規模商業施設、中規模産業向け） 

 AT4-1 及び BT4-1 料金：ピーク時間帯の Capacity Contract、Capacity Contract: 

 AT4-2 及び BT4-2 料金：ピーク時間帯の最大使用量、Capacity Contract 

 AＴ4-3 及び BT4-3 料金：電気使用量、ピーク時間帯の最大使用量、最大使用量 

 

 

図表 2-4-4-3 チリ（Chilectra）の電力体系 

（出典）Chilectra 資料 
 

 

                             
4 “ELECTRICITY DISTRIBUTION TARIFF The Chilean Experience” 
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2)料金制度の特徴及び Cross-Subsidy 

チリの料金の特徴として、課金種別によって参照する項目が異なることがあげられる。

BT1 料金、AT3 及び BT3 料金及び AＴ4-3・BT4-3 料金に関しては、Capacity Contract では

なく実際の電気使用量、使用量実績の最大量等によって料金が決定される。 

基本的には水道と同様、貧困層に対しては直接補助金を供与している5。 

 

④ブラジル 

1)料金概要 

ブラジルの電気事業者 Cemig 社の料金表は次のとおりである。低電圧と中・高電圧で

料金は分かれている。低電圧の場合は用途によって細かく料金が別れており、従量料金ベ

ースでの課金となっている。それに対して、中・高電圧の場合は kW ベースで決まる基本

料金と従量料金から構成されている。 

 

図表 2-4-4-4 ブラジル（Cemig）の電力体系 

＜低電圧の場合＞ 
カテゴリー  従量料金(R$/kWh) 

月使用量が 30kwh まで 0,121390 
月使用量が 31kwh から 100ｋｗｈまで 0,208110 
月使用量が 101kwhから 220ｋｗｈまで 0,312190 

低所得者層 

月使用量が 220kwh を越える場      0,346860 
家庭用 0,365630 

地方（Rural） 0,213980 
Demais Classes 0,341330 

Lighting 
（Distribution Network） 

0,175890 

Lighting(Bulb Lamp) 

 

0,193020 

 

＜中・高電圧の場合＞ 
カテゴリー 基本料金(R$/kW) 従量料金(R$/kWh) 

A3a (30 kV a 44 kV) R$ 44,16 R$ 0,143620
A4 (2,3 kV a 25 kV) R$ 44,28 R$ 0,143620
AS (Subterrâneo) R$ 65,49 R$ 0,143620

（注）この他、連系電力系統（interconnected power system）に適用される料金として、「青料金（Tarifa 
Azul）」と「緑料金（Tarifa Verde）」が存在している。 
（出典）Cemig ホームページ 
 

2)料金制度の特徴及び Cross-Subsidy 

ブラジルの料金に関しては、チリと同様、電圧によって料金制度が異なっているのが特

徴である。ただし、チリでは低電圧/中・高電圧で同様の料金構造であったのに対して、

ブラジルでは低電圧の場合は用途別・従量料金ベースの課金、中・高電圧の場合は電圧で

基本料金が決定され使用量に応じて従量料金が課金と、料金の仕組みが大きく異なってい

                             
5 “ELECTRICITY DISTRIBUTION TARIFF The Chilean Experience” 
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る。 

 

(2)電気料金と上下水道料金の比較 

(1)における４カ国の事例によれば、電気料金が次のような要素によって課金料金が決

定されている。 

① 用途別の区分 

② 電圧・皮相電力による容量（容量に応じた料金が課金されることが多い。） 

③ 使用量に応じたカテゴリー区分（使用量に応じて逓増型の課金形態となっている場合

が多い。）。 

④ ピーク料金・オフピーク料金の設定 

 

既に検討してきたように、水道では用途区分、固定料金と従量料金があり、大まかな形

では電気料金と類似している。しかし、以下の点で水道料金と異なっていると想定される。 

 電気料金②の電圧・皮相電力に関しては、資本費（CAPEX）に対する対価として課

金されている。水道料金でも類似のものとして固定料金が課金されるが、明確に

CAPEX への対価として規定されるわけではない。 

 電気は水と異なり貯めることができないため、ピーク時の容量を設備容量までに抑

える必要があるため、ピーク時の料金・オフピーク時の料金を設定し、ピーク時の

需要抑制が行われている。さらに、継続的な需要抑制のインセンティブを付与する

ために逓増型の従量料金が設定される。 

 

電力業界においては、発電市場が既に自由化されており、コスト見合いの料金体系を設

定することが、より早い段階から、民間事業者・金融機関から求められた。これにより、

発電・送電・配電にかかるコスト精査、インフレーション、為替、燃料等のコスト上昇時

の価格への転嫁手法・制度の検討が進められており、料金体系の設定においても、より徹

底したフルストリカバリーの達成が目指されている。他方、貧困層に対する課金制度、補

助金供与手法についても検討されている点は、水道事業と同様である。 

また、電力の安定的供給のためのシステムの効率化、需要量の管理も積極的に実施され

て、最適な資本投下が行えるような検討がなされている。 
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2．5 諸外国における貧困対策 

2.5.1 貧困対策制度概要 

先進国の多くは国の社会保障制度内で健康保険や公共衛生の概念内で医療以外の住宅、

上下水道水供給、食品衛生等の保障が含まれており、これらに関する生活保護費の支給、

社会保障負担金減免等の補償制度内で間接的に水へのアクセスが担保されていると考え

られる。 

そのような一般的な社会保障に加え、水道料金支払いに困窮する貧困層や社会的弱者に

対しての直接的な救済措置は世界各国で実施されている。そもそも、低所得者・小口利用

者の料金を低廉にする Cross-Subsidy が導入されていることは多いが、このような

Cross-Subsidy にとどまらず、貧困層を所得等各種条件によって定義づけした上で、特別な

制度内で水道料金減免等を実施している自治体や事業者も多い。 

ここでは、検討対象都市で自治体や事業者によって実施されている措置について、措置

の概要や対象について検討する。なお、貧困層優遇を意図して水道料金の中に

Cross-Subsidy を組み込んでいる場合に関しては、既に検討を実施しているため、ここでの

記述は割愛する。また、料金減免以外のソフト面のサポートを実施している場合もあるが、

ここでは詳細な記述については割愛する。 

加えて、このような特定の制度で貧困層が手当てされている場合、財源に関しては自治

体等により手当てされていることもあり、可能な範囲内で各制度の財源についても着目す

る。 

 

2.5.2 対象国における貧困対策制度 

(1)日本 

①概要 

日本では水道料金の減免措置は各事業体で設定されており、自治体ごとにその対象・内

容は異なっている。基本的に、「経費の負担の原則」に縛られるものの、企業運営に必要

な経費のうち、その性格上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当

でない経費については、一般会計負担金でまかなうこととなっており、ついては減免措置

に関しても一般会計負担金を充当することが可能となっている。 

 

②横浜  

横浜では個人福祉減免制度があり、以下の条件を満たした場合、申し出ることにより、

上水道料金・下水道使用料の基本料金相当額（上水道 1,580 円、下水道 1,260 円）を減免

する。 

（1）ひとり親家庭等医療費助成世帯 

（2）身体障害者（１級および２級）の方が家族内にいる世帯 
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（3）知的障害者（知能指数３５以下）の方が家族内にいる世帯 

（4）精神障害者世帯(１級) 

（5）重複障害者世帯（身障３級、知能指数７５以下、精神障害２級のうち２つ以上

に該当する方。２人で要件を満たす場合も含む。） 

（6）要介護４または５の方が家族内にいる世帯 

（7）特別児童扶養手当受給世帯 

（8）ひとり親家庭等（生活保護を受けている母子家庭等） 

 

 

③三浦 

三浦市でも以下の各世帯と社会福祉施設には減免措置がある6。 

(1)生活保護受給世帯 

(2)児童扶養手当受給世帯 

(3)身体障害者を有する世帯（1 級または 2 級） 

(4)知的障害者世帯（A2 以上） 

(5)重複障害者世帯（身障 3 級かつ知的 B1） 

(6)精神障害者世帯（1 級） 

(7)寝たきり老人を有する世帯（65 歳以上常に臥床状態 6 か月以上継続の要介護者） 

(8)社会福祉施設（第 1 種または第 2 種収容施設または入浴サービス提供） 

平成 20 年度は、2 か月分（4，5 月検針分）の上下水道料金基本料金と消費税が全

額、それ以降は水道料金が基本料金の 7 割と消費税（3 割負担）、下水道料金は基本

使用料の 9 割と消費税（1 割負担）が免除であった。また、災害時、漏水修理に伴

う減額制度もある。 

 

(2)イギリス 

①概要 

英国では各水道事業者は低所得者や支払困窮者に対する制度を設定している。これらに

は、相談室（helplines）、支払方法の柔軟化(Flexible payment plans)、チャリティ資金等の紹

介、無料水道メーター設置、減額控除申請支援等が措置に含まれている。このように各事

業体は政府や関係機関と協力して不払い利用者への対応を行っている7。 

各事業体は政府による脆弱者（Vulnerable）に適合する使用者はWaterSure という措置の

申請を行うことができるとしている。Watersure申請者は申請基準（①メーターを設定して

いること、②各種給付金を受給していること、③多子世帯（子供付金対象の 19 歳以下就

学者 3 名以上）もしくは医療上の理由から大量の水道を使用していることの３点。）を全

                             
6 http://www.city.miura.kanagawa.jp/suido/eigyou/genmen.html 
7 http://www.water.org.uk/home/resources-and-links/waterfacts/waterprices 
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て満たしている場合、毎月の支払いはWatersureで定められた上限額にキャップされること

となる（もしその金額に満たない場合は、実際の利用額となる。）。Watersureの金額は毎年

改定されている89。 

また、現在英国の南東地域では、検針料金の導入を理由として、貧困層の支払いが困難

となっており、問題となっている。この問題の解決のためにThe Floods and Water 

Management Act 2010 を通じて、Social Tariffの設定が制度上導入可能なものとされている。

将来的なSocial Tariffの導入についても、検討されている10。 

 

②ロンドン 

ロンドンではWaterSureプログラムが実施されており、上限金額は年間£293 (上水£179、

下水£114)である11。 

 

③エクセター 

エクセターのWaterSure プログラムの上限金額は年間上水£205、下水£282 である
1213,14。 

 

(3)米国 

①概要 

米国では公共料金の設定に関して、各州の Public Utilities Commissions や Public Service 

Commissions が関与し、民間および公共の事業体による公共料金設定を規定している。 

米国では全国 99%の人口に水道の配管が整備されているとされるが、約 67 万世帯は配

管が未整備であり、該当者のうち 30%以上は国の貧困層定義、（いわゆる”Federal Poverty 

Guidelines”）に該当する人々が占める。その中には、少数派の人種や民族や地方在住者、

高齢者が多くなっている15。このような貧困層への水道料金措置は、各事業体が行政と連

携する形で実施されている。 

 

②ワシントン DC 

コロンビア特別州環境省(DDOE) のEnergy Officeでは、Customer Assistance Program 

                             
8 http://www.southwestwater.co.uk/index.cfm?articleid=1422 
9 WaterSure 申請書：http://www.southwestwater.co.uk/media/pdf/1/1/WaterSure_(04.10).pdf 
10 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmenvfru/writev/522/27.htm 
11従量料金で上水 154 ㎥、下水 214 ㎥に相当。 
12 従量料金で上水 122 ㎥、下水 100 ㎥に相当。 
13 http://www.southwestwater.co.uk/index.cfm?articleid=1422 
14 WaterSure 申請書：http://www.southwestwater.co.uk/media/pdf/1/1/WaterSure_(04.10).pdf 
15配管が整備されている意味は"complete plumbing facilities”として hot and cold piped water,  
bathtub or shower, and flush toiletが含まれる。米国の貧困層判断は後述 2.6.2 にも記載するが、州別の

Poverty Guideline は基準（poverty threshold）として基本的な生活維持に必要な物品、サービスへのア

クセス度合と物価上昇、消費者物価指数を考慮して設定される（参照：

http://aspe.hhs.gov/poverty/09poverty.shtml） 
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(CAP)というプログラムを開いている。貧困層に対する措置があり、基準に適合する利用

者は毎月 400 立方フィート分が減額となるか、もしくは上下水道から$22.4416が無償供給

（減額）となる。なお、ホームページ上では特にCAPの該当基準が明確に書かれているわ

けではないが、「水の保全について理解を示すこと」がプログラムの参加に求められる旨

がCAPのパンフレットに記載されている17。 

さらに、このほかに Serving People by Lending A Supporting Hand (SPLASH)と呼ばれる事

業者（DC Water/ Greater Washington Urban League）が中心となってつくりあげた仕組みが

ある。ここでは、寄付を集めており、寄付金額は支払いが困難な人の水道料金の代わりに

当てられる。 

 

③カンザスシティ 

カンザスシティでは、水道料金徴収の支援策としてKansas City Water Services Customer 

Assistance Program (CAP) がある。相談窓口において支援を要請することができるが、上

限$500（12 ヶ月間）の資金援助の適用基準として、以下のものが示されている18。 

 
カンザスシティ資金援助適用基準 

 

1. 申請者の所得は U.S. Poverty Guidelines（連邦貧困基準、食費の 3 倍を
基準として定めたもの。）で定められる所得の 185%以下であること。 

2. 申請者はカンザスシティに活動の拠点があり、ミズーリ州水道部門
(WSD) の顧客であること。 

3. カンザスシティ水道サービスの登録番号に記載されていること。 
4. ミズーリ州カンザスシティに居住していること。 
5. プログラムの補助はミズーリ州水道部門の水道、下水、雨水の請求書に

適応される。 
6. 申請者は 12 ヶ月の間で最大$500.00 を受け取ることができる。 
7. プログラムの補助が、ミズーリ州水道部門に対する支払いに充当される

こと。 
8. ミズーリ州水道部門への支払いは自身の資金で行い、適用から 90 日以

内に支援要請が行われること。 
9. コントラクターの要求事項も応募者は満たしていなければいけない。 

 

 

(5)フランス 

①概要 

フランスでは、基本的に貧困層に向けた形での価格設定や価格の割引は存在せず、歴史

的にみても、Affordabilityを持たない人々を金融的に支援するという形をとっている19。 

                             
16 上下水道両方を３㎥相当使用した価格に相当。 
17 http://ddoe.dc.gov/ddoe/lib/ddoe/publications/UDP.broch.09.web.pdf 
18 http://www.kcmo.org/idc/groups/water/documents/waterservices/cap.pdf 
19 
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この理由としては、一つ目に、フランスでは家計のレベルが各家計の特性とは考えられ

ておらず、貧困にあることが特別の料金体系を適用する理由とはならないことがあげられ

る。過去には貧困層に対する特別な料金設定が違法であるという判決も存在している20。

二点目に、そもそも水道事業を民間企業が担っているケースが多く、事前ではなく、事後

的な支援が望ましいこととなる、 

具体的な事後的な救済策としては、一つ目に支払い困窮者に対する支援がある。水道、

電気料金未払いに関して遅延（通告後 15 日経過）で供給休止措置が可能となったため、

支払困窮者が休止を回避するための施策がある21。これは支払困窮者からの支援要請を受

け、各市町村、水道事業者、社会団体等から構成される理事会(Committee)が未払いの水道

料金補償（一部の場合もあり）、供給維持の決定をする。その基準は理事会によって異な

り、要請が却下される場合もある。また二点目に、集合住宅居住者は、政府の住宅保障基

金（Solidarity Fund for Housing）を受けることで水道料金を含む住宅確保、維持の保障が

なされる。援助額は申請世帯収入に応じて審査される22。 

 

②パリ 

Eau de Paris では、特段支払困窮者や貧困層向けに料金、減免措置等を設置していない23。

基本的には上述の社会保障制度で対応することを想定しており、支払困窮者には相談窓口

にて支払い延期措置・社会保障制度申請を推奨する措置となっている。 

 

③イル・ド・フランス 

SEDIF でも Eau de Paris 同様に顧客相談窓口を設けている。 

 

(6)マレーシア 

①クアラルンプール 

クアラルンプールでは、現在のところ貧困層を対象とした対策は見当たらない。 

 

②ペラ 

Perak では水道事業者の Lembaga Air Perak が SUBSIDY GRANT PROGRAM AIR BOARD 

AIR PERAK (LAP)を実施しており、貧困層や社会的弱者の日常生活改善を目指している。

この事業は 2008 年 8 月から開始され、Perak 州全域の最低貧困層の住宅用水道への補助金

                                                                                  
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/8b18431d756b708580256b6400399775/30625d1a2
8e4eb5ac12572b30041c487/$FILE/France_web.pdf 
20 1982 年に、Charente-Maritime の低所得者層を対象とした料金は違法であるという判決が出されてい

る。 
21 http://www.lacnl.com/index.php?page=aides-au-paiement-de-factures-d-eau 
22 http://vosdroits.service-public.fr/F1334.xhtml 
23 Page 26 Chapter 20 (20-4 Difficultés de paiement) Règlement du service public de l’eau à Paris, Eau 
de Paris 
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支給を LAP の資金で行っている。受給対象者は Social Welfare Department (JKM)、

Department of Aboriginal Affairs (Aborigines)、Perak Islamic Religious Council (MAIP)からの補

助金受給者で、水道が接続されており、補助金支払いが可能な口座を有していることが条

件である 。補助は上限 20m3/月（RM10.00 相当）である。 

  

(7)シンガポール 

①概要 

シンガポールでは、通常の水道料金では、貧困層に対する措置は含まれていない。ただ

し、 政府はターゲットを絞ったうえで低所得者に対して補助金を供与することがある。

貧困層の対象は１部屋または２部屋の住宅に住む人々で、不況の際に影響をうけた対象者

は水道料金の割戻しを受ける。特に困窮している場合は、Ministry of Community 

Development, Youth and Sportsから資金面のサポートを受ける24。 

. 

(8)タイ 

①バンコク 

バンコクでは、2008 年から貧困層を対象に、水道を含む公共料金が無料となる施策が

実行されている。2009 年の 12 月に延長が決定されたが、この時には無料対象となる水量

が 30 ㎥から 20 ㎥へと減らされている。また、2011 年２月からは水道が無料となる対象

から外れている。 

 

(9)中国 

①深圳 

用量に応じて課金される下水道料金は低所得世帯、軍用施設、公立校、幼稚園、病院、

社会福祉、公的機関に対しては免除、減免措置があり、最低限の生活保障と社会福祉の観

点が適用されている25。 

 

(10)ベトナム 

①概要 

2007 年に出された法令26により、貧困家庭と認定されるのは、一人あたりの月収が

VND200,000 以下の家庭とされている。 

 

②フエ 

フエ人民委員会から承認された貧困家庭に対しては、毎月２㎥までの水道料金が免除さ

                             
24 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/papers/cecilia_tortajada_singapore_casestudy.pdf 
25 http://www.szwrb.gov.cn/cn/mssw.asp 
26 Decision 170/2005-2007 年 7 月 8 日 
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れている。また、Circularでは 2006 年から 2010 年の貧困層の定義が出されている27。な

お、対象となる使用量が小さいことから、水道公社では、本料金免除についき、特に政府

からの資金手当ては受けていない。 

 

③ホーチミン 

ホーチミンでは、既に水道使用量が少ない場合（６㎥まで）の料金単価を低く抑えてい

ることから、水道料金については、特に貧困家庭に対する対策を設置していない。 

 

(11)インドネシア 

①概要 

インドネシアでは、貧困層に対して貧困層向けの料金を設定しており、料金設定の枠組

みの中で対応している。本調査の対象であるジャカルタ、スラバヤ、ジョグジャカルタに

おいても、料金の設定がある。なお、インドネシアでは貧困層のみならずその他の階層も

含め、家庭料金については所得階層に応じた料金設定となっており、階層の測定（貧困層

向けの料金の適用も）は住居の面積等によっている。 

 

②ジャカルタ 

ジャカルタでは、援助機関の支援により、これまで接続ができていなかった貧困層が多

い地域に接続を実施し、貧困層対象に接続料・月間使用量の一部の払い戻しを実施してい

る28。 

 

③スラバヤ 

スラバヤでは、貧困層含め階層を道路の幅、電力、不動産の課税対象価値、不動産の面

積の４つの基準から評価している。 

 

(12)チリ 

①概要 

チリでは 1989 年施行 1990 年適用開始の Grant Law (No. 18,778)および Regulations

（Supreme Decree No19, Ministry of Finance）により、上下水道料金の貧困層向け補助金制

度が規定されている。 

当初は上水道のみが対象であったが、下水道設備の普及とともに下水道についても補助

対象となった。 

補助金は地方自治体から水道会社に直接提供される。 

制度の設定以来貧困層の対象・定義及び補助幅は何度も変更されているが、現在供与対

                             
272007 年 7 月 8 日の Prime Minister Decision 170/2005 で貧困層に関する基準を記している。 
28 
http://www.gpoba.org/gpoba/sites/gpoba.org/files/OBA%20No.%2038%20Jakarta%2011-12-10web.pdf 
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象となる可能性があるのは、国内全体で見て所得が下部 20%に入る貧困層である。また、

選定基準としては水道料金の支払い遅延がないことも求められている。 

補助額に関しては、現在では基本的に最初の 15 ㎥までの従量料金相当分について、50%

以上が補助されている。また、Chile Solidario と呼ばれる最貧困層については、固定料金

が免除されるとともに、15 ㎥までの従量料金相当分が完全に免除される。 

 

(13)ブラジル 

①サンパウロ 

サンパウロでは、独立した料金体系としてスラム（ファベーラ）向け、貧困層向けの料

金がそれぞれ用意されている。スラム（ファベーラ）向け、貧困層向けの料金については、

その他の料金体系より従量料金のブロックが細かくなっているほか、特に流量が小さいと

きの課金額が抑えられている29。 

スラム（ファベーラ）向け、貧困層向けの料金が適用されるのは、集合住宅居住者で、

失業期間が 12 ヶ月以内のものが該当する。ファベーラ料金については、インフラが整備

されていないスラム居住者に適用される30。 

 

②リオデジャネイロ 

リオデジャネイロでは、貧困層向けの料金が用意されている。この料金の下では、６㎥

までの使用の場合（上下水双方込み）の料金が 15R31（2010 年のケース、毎年金額は変

更）となる。家庭用現行料金（上下水双方込み）の最初の１ブロックの料金は、15 ㎥ま

で使用量に関係なく 25.66Rであるため、約３分の１強の割引となっている。 

この制度の適用のための条件は、①所得が最下層５％以内であること、②ファベーラに

居住していることである。 

 

(14)総括 

①補助制度に関する考察 

対象各都市における貧困対策制度について、大きく分類すると以下のようになる。①水

道料金の一部（主に固定料金相当）を減免するもの、②何らかの基準をもとに貧困層専用

の料金体系を設定するもの、③補助金や資金援助を実施するもの、④その他、⑤特に対策

なし。 

調査対象国について、まとめた結果を以下に提示する。特に断りがない場合は、上下水

双方（上下水合算）の金額を対象としている。 
                             
29 2.4.2 を参照のこと。通常は 21 ㎥から 50 ㎥まで同一の料金が適用されるが、スラム（ファベーラ）用

については 21 ㎥から 30 ㎥までの料金が設定されている。 
30 
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/E0360D10906AD561832572760069EE7C/$File/eurobon
ds_2016.pdf 
31 http://correiodobrasil.com.br/cedae-quer-levar-agua-a-preco-menor-para-111-comunidades/169784/ 
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これらの方法のうち、最も一般的な方法は①の水道料金の一部を減免するものである。

先進国、発展途上国を問わず利用されており、最初の１ブロック程度を無料、または減免

するものが多い。 

②貧困層専用の料金体系については、インドネシア・ブラジルにおいて見られる。イン

ドネシアの場合は階層分類を住宅の床面積を基準に実施しており、その最下層という意味

が強く、その点では貧困層だけを特別扱いしているというよりは所得階層別料金のうちの

一つのカテゴリーという意味合いが強い。それに対して、サンパウロでは貧困層向けの料

金とスラム（ファベーラ）向けの料金の双方を用意しており、貧困層の中でも分類をわけ

ている。特に、スラム（ファベーラ）向けについては 30 ㎥までの使用量で貧困層向け料

金の半額となっており、きわめて安価である。貧困層向け商業用料金もあり、社会構造の

実態に合わせた料金体系となっている。貧困層の使用水量が微量であることを前提として

いる①の減免措置と比較すると、②は貧困層の中の様々な利用形態に対応した対策だとい

える。 

③補助金・資金援助については、米国の CAP(Customer Assistance Program)に代図表され

るように、比較的先進国において多くみられる。この制度の背景としては、水道事業体が

貧困層の措置を考える場合と比較すると、より行政の主導により貧困層対策がとられてい

ることが考えられる。例えばワシントン DC では行政がユーティリティー全体の減免制度

を含む、様々な補助制度を設計しており、水道料金に対する補助金供与も行政の多数の補

助制度の中の一つのメニューとなっている。 

 

②補助対象に関する考察 

対象各都市の貧困対策制度の対象を大きく分けると、以下のとおり分類できる。すなわ

ち、①所得金額を対象とするもの、②生活保護・他の補助金受給者を対象とするもの、③

居住環境等から判断するもの、となる。 

①の所得金額を対象とするものについては、国全体の所得階層のうち、何％の部分に属

するかを指標とする。考察をするのに十分な事例数ではないが、リオデジャネイロでは

５％、チリでは 20％を貧困対策を実施する境界線としている。また、カンザスシティに

おいてはUS Poverty Guidelineという貧困基準をベースにして、補助対象を確定している。 

②の生活保護や他の補助金受給者を対象としているものについては、他の社会保障制度

と関連させて、より行政側が積極的に貧困対策を設計している場合が該当するものと思わ

れる。 

③の居住環境から判断するものについては、ブラジル（サンパウロ・リオデジャネイロ）

及びインドネシアが該当する。ブラジルについては、いわゆるファベーラと呼ばれるスラ

ム地域の居住者に対して一面的に適応する一方、インドネシアでは家屋の面積で計測をし

ている。発展途上国では、他の情報（所得情報等）と一体的に管理して課金することは難

しく、居住地域や居住面積といった、料金徴収の際に一目で判別が可能な基準を元に判断
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を実施していると想定される。 
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図表 2-5-1-1 各国の水道事業における貧困対策一覧まとめ 
貧 困 対

策類型 
都市名 貧困対策概要 対象となる貧困層の定義 貧 困 層

の割合 
補 助 財

源 

(2)① 
横浜 

上水道料金・下水道使用料の基本料金相

当額（上水道 1,580 円、下水道 1,260 円）

を減免 

ひとり親家庭等医療費助成世帯、ひと

り親家庭等（生活保護を受けている母

子家庭等）等 

  

(2)② 
三浦 

 生活保護受給世帯、児童扶養手当受

給世帯、社会福祉施設（第 1 種または

第 2 種収容施設または入浴サービス提

供）等 

  

(8)① 
バンコク 

Utility 全体を無料（対象水量は 20 ㎥）    

(9)②深圳 
＜下水＞ 

一部（または全部）を減免   

(10)②フエ 最初の２㎥相当分については免除   政 府 の

財 源 は

なし 
(12)サンチャ

ゴ 
最初の 15 ㎥相当分については、50%以上

補助（最貧困は 100%）、 
所得が国内全体で 20%以内にあること 20% 地 方 自

治 体 の

資金 

① 水 道

料 金 の

一 部 ま

た は 全

部 を 減

免するも

の 

(13)② 
リオデジャネ

イロ 

最初の６㎥まで、料金を３分の１強減免。 所得が最下層５％以内であること、ファ

ベーラに居住していること 
 

(11)① 
ジャカルタ＜

上水＞ 

料金自体が階層別であり、貧困層向けの

料金を設定 
住宅面積が一定規模以下  

(11)④ジョグ

ジャカルタ＜

上水＞ 

料金自体が階層別であり、貧困層向けの

料金を設定 
住宅面積が一定規模以下  

② 貧 困

層 を 対

象とした

料 金 を

設定 

(13)① 
サンパウロ 

A:貧困層向けの料金、B:スラム（ファベー

ラ）向けの料金を設定 
商業用についても貧困層向け料金を設定 

Ａ：最低賃金所得のものが３人以内

であり、かつ住居が 60 ㎡以内、電気使

用量が 170kwh/月以内であること。Ｂ:
失業期間が 12 ヶ月以内、Ｃ:スラム居

住者 

 

(4)② 
ワ シ ン ト ン
DC 

CustomerAssistance Program を通じて、上

下水道から$22.44 が無償供給（減額）とな

るか、または月 400ｆ3 分が減額 

   

(4)③ 
カ ン ザ ス シ

ティ 

Customer Assistance Program を通じて最大

年間 500 ドルを支援 
U.S.Poverty Guidelines で定められる

所得の 185%以下であること。 
  

(6)③ 
ペラ 

20 ㎥相当の補助金支給 既存の補助金受給者  事 業 体

（ 公 共 ）

の資金 

③ 補 助

金・資金

援助 
 
 
 
 

 

(7)① 
シ ン ガ ポ ー

ル 

不況の際の水道料金の割戻し １部屋または２部屋のフラットに住む

人々 
 政 府 の

補助金 

(3)② 
ロンドン 
(3)③ 

エクセター 

Watersure プログラムを適応。水道料金に

一定額のキャップがはめられる。 
各種給付金を受給していること、多子

世帯（子供付金対象の 19 歳以下就学

者 3 名以上）もしくは医療上の理由から

大量の水道を使用していること 

 

(5)① 
パリ 

④ そ の

他 の 対

策 

(5)② 
イル・ド・フラ

ンス 

減免・別料金体系の適応・補助金等はな

し。社会保障の枠組みの中での対応。相

談業務等は提供 

  

(6)① 
クアラルンプ

ール 

対策なし 
 

  ⑤ 特 に

対策なし 
 

(10)③ 
ホーチミン 

対策なし   
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2.5.3 事業費に占める欠損割合に関する考察 

(1)概要 

ベトナム（フエ）・インドネシア（ジャカルタ）・チリ（サンチャゴ）・ブラジル（サ

ンパウロ）における、貧困対策がもたらす事業費の欠損割合をまとめると、以下の通りと

なる。 

なお、基本的には各国での貧困層該当者が、通常の家計用の料金を適用された場合と、

現状の収入について比較している。経営が苦しい途上国の水道事業者の場合、貧困層に対

する減免措置が経営上の負荷となるような場合も想定されるが、今回の検討範囲ではその

ような例は見つからなかった。また、チリのように事業体ではなく国が補助金を出してい

るため、欠損割合を議論できないというケースもあった。 

 

(1)各国の欠損割合に関する考察 

①ベトナム 

ベトナムでは、フエにおいて貧困層を対象とした措置があり、貧困層に対して毎月２㎥

の減免が行われている。以下は課金カテゴリーごとに契約数と有収水量を記したものであ

る。貧困層に関する基準がかなり低いものと想定され、該当するのは家庭用契約数のうち、

３％程度である。仮に現在減免されている２㎥相当が減免されなくなった場合に追加で入

る収入はおおよそ２×3,000VND（家庭用の立米単価）×4,174=25,044.000VND（約

1,200USD）であるが、額としては微細であり、経営には大きな影響を及ぼさないものと

想定される。実際、この貧困層への措置は軽微なものであるため、特に補助金等受けるこ

となく実施しているとのことである（HueWACO からのヒアリングによる。）。 

 

図表 2-5-2-1HueWaco におけるカテゴリー別契約数・有収水量 
契約数 有収水量 カテゴリー 

契約数 構成比（％） 有収水量 
（単位：㎥） 

構成比（％）

通常の家庭用 128.030 94.72 2.064.681 77.68
貧困家庭用 4.174 3.09 41.220 1.55
商業/ビジネス/サービス 796 0.59 105.192 3.96
産業用 508 0.38 211.219 7.95
行政機関 1648 1.22 235.506 8.86
合計 135.156 100 2.657.966 100

（出典）HueWACO 提供資料 
 

②インドネシア 

ジャカルタで上水を供給する PALYJA 社の資料では、料金体系を”Social Class”（グルー

プ１・２）、”Medium Class”（グループ３Ａ）、”Upper Class and Commercial”（グループ３

Ｂ・４Ａ・４Ｂ）に分けており、貧困層に対して低廉な料金で給水をしている。 

それぞれのセグメントについて、有収水量と収入の割合は以下のとおりとなっている。
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このうち、Social Class の人々が貧困層に該当すると想定される。実務的には、課金対象

の判断については面積を基に行われ、貧困層については 28.8 ㎥以下の場合が該当する。 

 
図表 2-5-2-2PALYJA 社における Class 別の有収水量・収入 
Class 課金カテゴリ

ー 
有収水量構成比

（％） 
収入構成比（％）

Social Class グループ１・２ 23 4
Medium Class グループ３Ａ 28 21
Upper Class and Commercial グループ３Ｂ・

４Ａ・４Ｂ 
48 75

合計 100 100
（出典）PALYJA 社提供資料  
 

仮に、Social Class の人々の使用水量が変わらないまま、Medium Class と同等の立米単価

での支払いを行い、それが PALYJA 社の収入になると仮定すれば、23×21/28=17.25%分の

収入を占めることとなる（割合については、単価引き上げ前の収入に占める割合）。した

がって、もし単価の引き上げを行えば、現行の(100+17.25)-4=113.25%の収入を得ることと

なる。 

ただし、PALYJA 社は現状でもコストリカバリーを達成しており、この値上げが喫緊に

必要な状況とはいえない。 

 

③チリ 

チリでは、貧困層に対して補助が行われており、とりわけ最貧困層である Chile Solidario

と呼ばれる人々は 15 ㎥の補助金が供与される。ただし、行政によって補助金が供与され

ており、事業体自身が欠損を出しているわけではない。Aguas Andinas S.A. Annual Report 

2009 によると、補助対象となる契約数は 161,579（全体の 8.7%）であるとのことである。 

 

④ブラジル 

ブラジルではサンパウロ・リオデジャネイロともにスラムを対象とした措置が設定され

ている。ここでは、サンパウロを対象として貧困層を対象とした料金の欠損割合について

検討する。下に示す表は、2.4.2 で示したカテゴリー別の課金水量及び収入である。 

家庭用（ファベーラ・スラム）及び家庭用（Social）について、課金水量１㎥あたりの

収入を、通常の家庭用と同等に引き上げたものを補正後の表として示す。 

この補正を行った場合、SABESP の収入は現状の 101.1%の水準となる。ただし、SABESP

は現状においてもコストリカバリーを達成しており、この値上げが喫緊に必要な状態とは

いえない。 

 

 

 

 314



 315

図表 2-5-2-3SABESP のカテゴリー別課金水量・収入（補正前） 
区分 課金水量 

（単位：㎥） 
収入 

（単位：R$） 
課金水量１㎥あたりの収

入(単位：R$/㎥) 
家庭用（ファベーラ・スラム）  4,251,150  1,773,601.28 0.417
家庭用（Social）  18,979,766  16,729,552.21 0.881
家庭用（一般）  641,731,186  1,178,164,134.57 1.836
合計  793,628,373 2,096,290,471.26 2.641
商業用（Social）  2,860,354  15,001,545.90 5.245
商業用（一般）  76,151,678 481,082,326.16 6.317
商業用（大規模使用者）  10,912,418  72,008,922.74 6.599
公共用（自治体用・契約あり）  1,309,014  9,554,536.34 7.299
産業用（大規模使用者）  2,033,532  14,869,655.81 7.312
産業用（一般）  16,005,954  118,636,367.88 7.412
公共用（州用・契約あり）  1,605,412  12,609,628.55 7.854
公共用（自治体用・契約なし）  5,577,827  53,717,946.49 9.631
公共用（契約なし）  1,094,494  10,697,159.16 9.774
公共用（州用・契約なし）  11,115,588  111,445,094.17 10.03

（出典）SABESP 提供資料 
 

図表 2-5-2-4 SABESP のカテゴリー別課金水量・収入（補正後） 
区分 課金水量 

（単位：㎥） 
収入 

（単位：R$） 
課金水量１㎥あたりの収

入(単位：R$/㎥) 
家庭用（ファベーラ・スラム）  4,251,150 1,773,601.28

⇒7,805,111.4
0.417

⇒1.836
家庭用（Social）  18,979,766  16,729,552.21

⇒34,846,850.4 
0.881

⇒1.836
家庭用（一般）  641,731,186  1,178,164,134.57 1.836
合計  793,628,373 2,096,290,471.26

⇒2,119,439,279.57
(101.1%) 

2.641
⇒2.671

商業用（Social）  2,860,354  15,001,545.90 5.245
商業用（一般）  76,151,678 481,082,326.16 6.317
商業用（大規模使用者）  10,912,418  72,008,922.74 6.599
公共用（自治体用・契約あり）  1,309,014  9,554,536.34 7.299
産業用（大規模使用者）  2,033,532  14,869,655.81 7.312
産業用（一般）  16,005,954  118,636,367.88 7.412
公共用（州用・契約あり）  1,605,412  12,609,628.55 7.854
公共用（自治体用・契約なし）  5,577,827  53,717,946.49 9.631
公共用（契約なし）  1,094,494  10,697,159.16 9.774
公共用（州用・契約なし）  11,115,588  111,445,094.17 10.03

（出典）SABESP 提供資料 
 



３章 途上国上下水道事業のシミュレーション 

3.1 Affordability 適用による料金水準設定  

本項では、現地調査対象国における Affordability to Pay（ATP）料金水準の調査を詳述

する。ATP の考え方は比較的新しく、概念の定義が十分固まっていないが、ここでの

ATP 料金の検討においては、家計収支に対する割合とともに、各国の家計支出図を用い、

家計支出項目の順序に着目し、どの支出項目と同程度であれば支払可能であるかといっ

た観点から、試算を試みた。 

 

 3.1.1 現地調査対象国における家計支出データの概要 

現地調査を行う４カ国における家計支出データの概要を以下に記す。 

(1)ブラジル 

ブラジルの 2008 年全国平均の世帯支出の構成は表 3.1.1-1 に示すとおりであり、水道

料金は住居費の中の「Services and Fees」に含まれており、上下水道料金は世帯支出の

0.9％を占めている。（低所得層（全体の最下層 22％）においては 1.6％、高所得層（全

体の最上層５％）においては 0.5％を占める。） 

 

 316



図表 3-1-1-1 2008 年ブラジル家計支出概要 
Item Real ％

Total expenditure 2,626.31 100.0%
Current expenses 2,419.77 92.1%
Consumer spending 2,134.77 81.3%

Food 421.72 16.1%
Housing 765.89 29.2%

Rent 334.89 12.8%
Rent money 47.48 1.8%
Hire non-monetary 287.41 10.9%

Services and fees 183.90 7.0%
Home Maintenance 102.51 3.9%
Cleaning supplies 15.00 0.6%
Appliances 54.63 2.1%
Other 74.96 2.9%

Clothing 118.22 4.5%
Transport 419.19 16.0%

Urban transport 59.06 2.2%
Fuel - petrol and alcohol 81.34 3.1%
Purchase of vehicles 181.70 6.9%
Other 97.09 3.7%

Hygiene and personal care 51.02 1.9%
Healthcare 153.81 5.9%

Medicine 74.74 2.8%
Plan / Health Insurance 45.86 1.7%
Other 33.22 1.3%

Education 64.81 2.5%
Recreation and culture 42.76 1.6%
Smoke 11.62 0.4%
Personal Services 23.85 0.9%
Sundries 61.87 2.4%

Other current expenditure 285.00 10.9%
Taxes 121.70 4.6%
Labor contributions 80.11 3.1%
Pensions, allowances and dona 30.10 1.1%
Other 53.10 2.0%

Increase of Assets 152.09 5.8%
Decrease in liabilities 54 2.1%  

（出典）Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística, Consumer Expenditure Survey 2008, 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/orcfam/default.asp?t=4&z=t&o=22&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1 

 

(2)チリ 

チリの調査対象都市であるサンティアゴ都市圏の世帯あたりの家計支出構成は、図表

3.1.1-2 のとおりである。水道料金のみの支出項目はなく、住居費に含まれていると考え

られる。 

 

図表 3-1-1-2 2006/2007 年チリ（サンティアゴ）家計支出概要 
Item Peso %

Total 740,706
Food & Beverage 163,548 22.1%
Clothing and footwear 38,798 5.2%
Housing 107,107 14.5%
Furniture and home care 56,278 7.6%
Health 41,787 5.6%
Transport and communications 165,512 22.3%
Recreation and leisure 30,364 4.1%
Education 45,737 6.2%
Other goods and services 91,573 12.4%  

 

(出典)National Statistic Institute Chilean Statistics, Family Budget Survey, Composition of Average Household 
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http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/orcfam/default.asp?t=4&z=t&o=22&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1


Expenditure by Per Capita Income Quintile, 2007, by products 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_presupuestos_familiares/2008/Presentacion%20EPF%202006-
2007.pdf 
 

(3)ベトナム 

ベトナムの個人（per capita）支出の統計に基づく家計支出概要は、図表 3.1.1-3 に示す

とおりである。水道料金は、住居、電気、衛生支出と同一項目に含まれており、現状の

水道料金支出は、当該項目の半分以下（２％程度）と想定される。 

 

図表 3-1-1-3 2008 年ベトナム支出概要* 

%
Eating, Drinking & Smoking Food 12.8

Foodstuff 27.3
Fuel 2.9
Outdoor meals 7.2
Drinking & smoking 2.7

Non -eating, Drinking & Smoking Garment, hat, shoes, sandals 4.2
Housing, electricity, water, sanitaion 3.9
Furniture 8.3
Health care 6.4
Travel, communication 13.9
Education 6.2
Culture, sport, recreation 1.5
Others 2.6

Total 99.9

Item

 

（注）支出割合は既存統計の月額一人当たり（Monthly per Capita）を記載 
（出典）General Statistic of Vietnam, household living standards 2008, Section 6 Consumption expenditure and 
consumption expenditure for living, P16.6.11  
 

(4)インドネシア 

インドネシアの個人（Per Capita）支出を基に作成された家計支出概要は、図表 3.1.1-4

に示すとおりである。食品関連項目は 15 項目の細目に分割されているが、ここでは総

合して「Food」として割合を記載した。水道料金は「Housing & household facility」に含

まれていると考えられる。 
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図表 3-1-1-4 2009 年インドネシア家計支出概要 

 

Item %
Party and Ceremony 1.81
(2) Tax and Insurance 2.04
(1) Clothing and Footwear 2.86
Tobacco and betel 3.11
Healthcare 3.31
Education 3.52
(3) Durable Goods 5.45
Miscellaneous Goods and Services 8.77
Food (excluding tobacco and betel) 32.61
Housing 36.53

Total 100.00  

(注)支出割合は既存統計の月額一人当たり（Monthly per Capita）を記載 
(出典)Badan Pusat Statistic(Statistic Indonesia), Percentage of Average Expenditure per Capita Monthly by Group of 
Commodities, Indonesia, 1999, 2002-2009, 
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=05&notab=7 

 

 3.1.2 調査対象国における ATP 料金試算 

現地調査対象国及びバングラデシュ（クルナ）における ATP 料金設定に関する試算は

以下の方法と分析方針で実施した。 

 

(1)調査概要 

調査対象各国における ATP 料金試算を行うため、現地調査 4 カ国にて情報収集を行っ

た水道事業者職員等にヒアリング調査を実施した。 

 

① 調査対象者 

調査対象者は水道事業者面談部署職員（専門職員）及び一般人の代替として当該部署

の秘書もしくは一般職員、PwC 現地職員、JICA 現地職員等とし、各国以下の人数から

回答を得た。本調査では、統計的に有為となるに十分なサンプル数を調査対象として想

定していないため、調査結果については、所得レベル、住環境、各人の嗜好等によって、

かなりのばらつきが生ずるものと予想された。従って、本調査においては、定性的な分

析を付加し、ATP 料金の参考値の推察及び今後の詳細な調査への留意点の指摘を行った。 
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図表 3-1-2-1 ヒアリング調査回答者数 
国名/都市名 合計 

ブラジル 8 

チリ 7 

ベトナム 10 

インドネシア 10 

 

② 調査方法 

ヒアリング調査では、アンカリング手法を適用し、各国家計支出図において予め仮定

した項目を調査対象者に提示し、質問票を用いた各人へのインタビュー形式として、水

道料金支払いに関する意向を聞く方法を採用した（各国調査票は添付資料参照）。 

質問は、上水及び下水サービスについて、(i) 現行サービスレベルを前提とした場合

（第一次質問）と、(ii) 満足できるサービスレベル（例えば、上水であれば、24 時間給

水・飲料可能、下水であれば、衛生環境の改善等）を前提とした場合（第二次質問）と

の２段階にて、構成した。各段階において、上水・下水サービスの重要性の認識の確認、

家計支出図を基にした同等レベルの支払意思項目の確認、さらに、上述のアンカリング

項目と同等レベルの支払意思の確認という工程で調査を行った。 

また、これら２段階の質問を、(1)上水道料金のみ、(2)下水道料金のみ、(3)上下水道

料金合計値の３パターンにてアンカリング項目を設定し、支払意思を確認した。各国に

おいてアンカリングを行った支出項目は、3.1.1 で確認した各国の家計支出を基に、一般

的に水道料金に対する支払い意思額が家計の３％から５％であるといわれていること

から、家計支出に占める割合が同程度である項目を抽出し、設定した（図表 3.1.2-2）。

ヒアリングで用いた家計支出図は図表 3.1.2-3 から 6 のように支出項目を多いものから

記載し、上述の(1)から(3)の各料金に対応したアンカリング項目を示している。いずれ

の質問においても、アンカリング項目と同等の支払いについて同意が得られない場合は、

その他の支出項目から適当な項目を選択してもらうか、または、金額もしくは家計支出

に占める割合にて適当と思われるレベルを回答してもらった。 

 

図表 3-1-2-2 各国質問支出項目及び割合 
国名 (1)上水道料金 (2)下水道料金 (3)上下水道料金 

ブラジル Education  (2.5%) Hygiene & 
personnel Care  

(1.9%) Health care  (5.9%)

チリ Clothing & 
footwear  

(5.2%) Recreation & 
leisure  

(4.1%) Health  (5.6%)

ベトナム Fuel  (2.9%) Culture, sports, & 
recreation 

(1.5%) Health care  (6.4%)

インドネシ
ア 

Clothing, footwear 
& Headgear 

(3.3%) Tax and Insurance (1.4%) Durable goods  (5.9%)
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Smoke

Personal Services

Recreation and culture

(2)Hygiene and personal care

Decrease in liabilities

Sundries

(1)Education

Clothing

Increase of Assets

(3)Healthcare

Other current expenditure

Transport

Food

Housing

Brazil 2008 HH

 

(出典)Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística, Consumer Expenditure Survey 2008, 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/orcfam/default.asp?t=4&z=t&o=22&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1 

 
図表 3-1-2-3 ブラジル調査提示家計図 

 

0  5  10  15  20  25 

(2)Recreation and leisure 

(1)Clothing and footwear 

(3)Health 

Education 

Furniture and home care 

Other goods and services

Housing 

Food & Beverage 

Transport and communications 

Santiago, Chile 2007 per capita

 

(出典)National Statistic Institute Chilean Statistics, Family Budget Survey, Composition of Average Household 
Expenditure by Per Capita Income Quintile, 2007, by products 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_presupuestos_familiares/2008/Presentacion%20EPF%202006-
2007.pdf 

図表 3-1-2-4 チリ調査提示家計図 
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2007-2008 Indonesia Monthly Household Expenditure
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(出典) Badan Pusat Statistic(Statistic Indonesia), Percentage of Average Expenditure per Capita Monthly by Group of 
Commodities, Indonesia, 1999, 2002-2009, 
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=05&notab=7 
 

図表 3-1-2-5 インドネシア調査提示家計図 

Vietnam 2008 Monthly Per Capita
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(2)Culture, sport, recreation
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Furniture

Food

Travel, communication

Foodstuff

 

出典：General Statistic of Vietnam, household living standards 2008, 
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=9647 

図表 3.1.2-6 ベトナム調査提示家計図 
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(2)ATP 値試算方法と結果 

①ATP 値試算方法 

ATP 値試算は、ヒアリング結果で得られた項目と同等割合、もしくは示唆された支出

割合を各国の家計支出総額に乗じることで算出を行った。 

階層別家計支出データが存在するブラジル、チリ、ベトナム32に関しては、平均所得

世帯層に加え、低所得世帯層のATP値も、同様の割合を家計支出総額に乗じて算出して

いる33。また、バングラデシュはヒアリング調査対象外のため、比較的GDP値の近いベ

トナムの調査結果を用い、家計支出総額に対する上下水道料金の割合を想定してATP値

を試算した。バングラデシュの対象都市クルナについては、都市部の家計支出の統計デ

ータを用いて試算した。 

なお、低所得者層の家計支出は国よって区分が異なるため、統計上の最下位の階層別

支出総額を用いた。 

図表 3.1.2-7 各国 ATP 試算用世帯支出額 

国名 平均世帯支出額 低所得世帯層 低所得世帯層支出額 
低所得世
帯層割合

ブラジル BRL 2,419.77 BRL 830 未満 BRL 722.20 22% 
チリ CLP 740,706 Quintile 1(5 段階) CLP 327,228 20% 
ベトナム VND 2,819,200 Quintile 1(5 段階) VND 1,318,800 20% 
インドネシア IRP 5,124,804 N/A N/A N/A 
バングラデシュ BDT 8,315 Decile 1 (10 段階) BDT 2,130 10% 

(注)一人あたりの家計支出データを基に算定したベトナム（国平均、低所得層）、インドネシア（国平均）

については、世帯あたりの平均人数をそれぞれ、4.12、4.41、4.2 人として世帯支出を算定（ベトナムにつ

いては、General Statistic of Vietnam, インドネシアについては、Euromonitor, World Income Distribution,による） 
(出典)ブラジル、チリ、ベトナム、バングラデシュについては、各国統計より作成。 
   インドネシアについては、World Bank Database より作成。 

 

②調査結果 

各サービスに関する重要性の認識状況、アンカリング項目に対する支払意思について

の各国の調査結果を示す。概要は表 3.1.2-12 のとおりである。 

 1) ブラジル 

ブラジルではサンパウロ市５件、リオデジャネイロ市３件、合計８件のヒアリングを

実施した。水道サービスの状況をみると、上水は何れの都市でも飲料可能であり、サン

パウロでは 24 時間給水されているが、リオでは 24 時間のアクセスはなくサービスの質

への不満は確認された。殆どが飲料水を購入することはないが、水道水は濾過してから

飲料しているようである。 

サンパウロ、リオデジャネイロとも、上下水道が一緒に請求されていることから、回

答は一種類となった。回答結果はかなりのばらつきがあったものの、上下水道サービス

に対し、家計支出の２％程度「Hygiene and personal care」から、６％程度の「Healthcare」

                             
32 インドネシアは階層別統計が得られなかったため、低所得者層の ATP 試算は行っていない。 
33 ヒアリング調査対象は必ずしも低所得者層ではないため、低所得者層の ATP 値は参考値にとどまる。 
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までの支払い意思が確認されている。 

今次調査ではいくつかの課題も指摘された。ブラジルでは、光熱費や電話料金と比較

すると、水道料金が安いが、水道事業者はコストリカバリーを達成している。そのため、

水道事業者からは、コストリカバリーを達成するための適正料金水準を検証するために

支払意思に関する質問を行うのであれば、ブラジルでは意味をなさないという意見が示

された。また高所得層においては、現状の上下水道料金に関する支出が家計支出に占め

る割合は１％以下34であり、料金の上昇に対する受容度は高いとのことである。他方、

低所得層に対するヒアリングでは、同割合は 1.6％であるが、上下水道サービスは無料

であるべきという意識も強い。ただし、支払い能力という点では、携帯電話料金への支

払額が水道料金よりも多い場合も多く、一概には言えないが、必ずしも現行料金以上の

金額を支払えない訳ではないと推察される。 

また、支出項目によっては、所得層及び地域に応じて家計に占める支出割合が大きく

異なることから、全国平均の家計支出図を活用する場合には、よりきめ細かいヒアリン

グが必要となった。例えば、今回の調査で「教育」関連支出をアンカリング項目とした

際には、高所得層においては、教育と同等価値を支払うことには合意されなかったもの

の、低所得層においては、教育と同等価値を支払うことに合意する回答があった。現行

水道料金において、低所得層では教育に関する支出よりも上下水道料金に対する支出が

多く、他方、高所得層では、教育に関する支出が現行上下水道料金に対する支出の 4 か

ら８倍となっているため、このような回答結果になったものと思われる。 

以上から、ATP 料金は支出の２％から６％と想定される。ここでは中間値である 4％

と推定した。また、現行の上水及び下水料金金額は同額であることから、同額となるよ

うな上水及び下水料金の内訳は家計支出に対して各２％として ATP 料金を算定した。 

 

2) チリ 

チリでは、サンチャゴにて７件のヒアリングを実施した。サンチャゴでは、上水は 24

時間供給され、飲料可能であることから、サービスレベルに対する満足度は高く、第一

次質問と第二次質問の回答に差が生じたのは、ボトル水を購入しているという家庭の一

部のみであった。 

また、水道事業者へのヒアリングからは、チリにおいては上下水道に対する料金支払

は当然のこととして受け止められているとの回答があった。また、支払い困難な世帯に

対する支援策も設置されている。サンチャゴでは水道料金が比較的安価であり、また、

地域の経済レベルも高いため、補助金を受けているのは給水世帯の約７％（12 万世帯）

にとどまっている。他方、全国レベルで見ると給水世帯の約 15-20％は補助金を受けて

いる。 

                             
34 2008 年-2009 年のブラジル政府組織（The Brazilian Institute of Geography and Statistics）公表デー

タによる。 
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また、料金増加についても、水道利用を控え、支払総額を抑えるなどの工夫により、

住民からも受け入れられてきたようである。過去の事例においては、30-40％の料金増

加に対して、水使用量が約 15％抑制されたとのことであるが、水道事業者では、消費者

に対し、水の合理的な消費行動を促すことができたとしている。 

ATP ヒアリング結果からは、上水、下水、上下水総合の何れのパターンにおいてもア

ンカリング項目に対する十分な支払意思は確認されなかった。また、家計支出表に、ア

ンカリング項目とした 3 項目以下の額を示す項目が無かったため、調査対象者からは適

当な項目を指定することができないという指摘があった。しかし、上述のとおり、現行

料金に対する支払いに対しては十分な合意形成がされており、また、30-40％の料金増

加への受容度もあること、さらに、一部、アンカリング項目と同等の料金増加を許容す

る回答があったことを考慮し、ATP 料金は現行の 1.5 から２倍程度、世帯所得の約 2.5％

と推定した。上水・下水の割合については、一般家庭が 15 ㎥消費した場合の現行料金

体系における比率にて按分した。 

 

3) ベトナム 

ベトナムにおいては、10 件のインタビューを実施した。内訳は、ハノイ市６件、フエ

市３件、ホーチミン市１件である。結果概要でも示したとおり、同国におけるアンカリ

ング項目に対する同等の支払意思に対しては殆どが否定的な回答となった。しかし、そ

の理由としては、アンカリング項目の特質に起因するものであった。例えば、上水料金

のアンカリング項目とした「Fuel」が、近年、大幅に上昇しており、被調査者によると

統計データが示す以上の支出割合を占めるとの意見が殆どであった。また、下水道につ

いては、殆どの住民が現行料金以上の支払意思を示したものの、家計支出表に、アンカ

リング項目とした「Culture, Sports & Recreation」以下の額の項目が無かったため、調査

対象者からは適当な項目を指定することができないという指摘があった。 

他方、現行の水道料金支出額及び家計支出に占める割合との比較において、具体的な

支払意思額が示された。 

現行の水道料金支出の家計に占める割合は、地下水を活用している家庭を除外すると、

0.3％から３％と推定された。これに対し、飲料可能な水が 24 時間供給された場合には、

大半が、現行水道料金の 1.5 から 3.0 倍程度の金額を支払う意思を示した。 

 

図表 3-1-2-8 ベトナムヒアリング結果 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
都市 ハノイ ハノイ ハノイ ハノイ ハノイ ハノイ フエ フエ フエ ホーチミン
世帯に占める人数　（人） 7 10 4 4 2 7 4 4 7
月収　（VND) 10,344,828 10,000,000 10,000,000 35,000,000 10,000,000 20,000,000 2,500,000 5,000,000 12,500,000 5,000,000
現在の水道料金支出（VND/月）　            (

4

a 100,000 0 0 60,000 33,000 200,000 40,000 80,000 200,000 150,000
水道料金支出の収入に占める割合 1.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 1.0% 1.6% 1.6% 1.6% 3.0%
水道使用量（m3/月） 20 30 15 16 9 35 10 20 50 20
現在の水道料金（VND/  m3） 5,000 0 0 3,750 3,667 5,714 4,000 4,000 4,000 7,500
Fuelと同等額の支払意思 Yes no no no Yes no no no no no
支払意思額 (VND/月）                             300,000 150,000 100,000 150,000 290,000 1,000,000 60,000 120,000 300,000 150,000
支払意思額の収入に占める割合 2.9% 1.5% 1.0% 0.4% 2.9% 5.0% 2.4% 2% 2% 3.0%
支払意思額/現行水道料金支出　(倍）　(b)/( 3.0 n.a. n.a. 2.5 8.8 5.0 1.5 1.5 1.5 1.0
ATP水道料金（VND/  m3） 15,000 5,000 6,667 9,375 32,222 28,571 6,000 6,000 6,000 7,500  
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(注)一部項目については、ヒアリング結果からの推定。 

 

本調査の第二次質問（改善された上水サービスに対する支払意思額）について得た結

果は図表 3.1.2.-9 のとおりである。（VND15,000 以上の回答は一律 VND15,000 と示して

いる。） 

支払意思額調査結果
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図表 3-1-2-9 ベトナム支払意思額 
 

住民の支払意思は立米単価 VND6,000 から VND7,000 以上となると受諾率の減少幅が

大きくなっている。現行料金約 VND4,000/㎥から 1.5 倍程度の上昇が、実質的に支払い

に耐えうる金額と推察される。また平均的な所得水準の世帯で見ると、支払意思額の収

入に占める割合は、２から３％となっている。 

 

4) インドネシア 

インドネシアにおいては、10 件のインタビューを実施した。内訳は、ジャカルタ市 6

件、スラバヤ市２件、ジョグジャカルタ市２件である。 

現行の水道料金支出の家計に占める割合は、地下水を活用している家庭を除外すると、

0.2％から 3.6％と推定された。上水については、同国におけるアンカリング項目「Clothing, 
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Footwear & Headgear」に対しては、大半が同等の支払意思を表明している。また、下水

については、現在、上下水料金が一括で徴収されていることから、下水サービス単独で

の回答は得られなかった。特にジャカルタの下水普及率は極めて低く、住民の下水サー

ビスに対する意識も薄いと想定される。他方、上下水道サービスに対しては、アンカリ

ング項目「Durable Goods」と同等の支払い意思が表明されている。 

ATP 料金は、上記アンカリング項目（上水サービスに対して「Clothing, Footwear & 

Headgear」、上下水道サービスに対して「Durable Goods」）の家計支出に占める割合にて、

上水及び上下水サービスの推定料金を算定し、差額を下水料金と推定した。 

 

③ATP 試算結果総括 

上記の方法にて試算を行った各国の ATP 値は下表のようである。バングラデシュについ

ては、前述のとおり、ベトナムと同等割合の支払意思額を想定している。 

図表 3-1-2-10 各国 ATP 値 

一般層 低所得者 一般層 低所得者 一般層 低所得者
ブラジル BRL 3.2 1.0 3.2 1.0 6.5
チリ CLP 590 260 645 285 1,235 545
ベトナム VND 5,808 2,908 1,936 969 7,743 3,877
インドネシア IDR 11,377 n.a. 8,712 n.a. 20,089 n.a.
バングラデシュ BDT 16.6 4.3 5.5 1.4 22.2 5.7

上水道料金 下水道料金 上下水道料金
通貨

1.9

 

 
図表 3-1-2-11 家計支出に対する支払意思が提示された上下水道料金の割合 

一般層 低所得者 一般層 低所得者 一般層 低所得者
ブラジル 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0% 4.0%
チリ 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 2.5% 2.5%
ベトナム 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% 4.0% 4.0%
インドネシア 3.3% 3.3% 2.6% 2.6% 5.9% 5.9%
バングラデシュ 3.0% 3.0% 1.0% 1.0% 4.0% 4

上下水道料金上水道料金 下水道料金

.0%  
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図表 3-1-2-12 各国アンカリング項目及び支払合意項目・割合 
国名 

(サンプ

ル数) 

上下水道サービス概

要 

ヒアリング

対象者 

属性 

 (1)上水道料金 (2)下水道料金 (3)上下水道料金 備考 

アンカリ

ング項目

Education (2.5%) Hygiene & personnel 
Care (1.9%)  

Health care (5.9%) 
 

ブラジ

ル 

(8) 

・上水は飲料可能。

サンパウロでは 24
時間給水されてい

るため、第一次及び

第二次質問は同一

の回答。（リオでは

24 時間のアクセス

はなくサービス悪

い。） 
・殆どが飲料水を購

入することはない

が、水道水は濾過し

てから飲料 
・上下水道が一緒に

請求されているこ

とから、回答は一種

類となった。 

所得：中～

高 
 
職業：サー

ビス産業、

秘書、コン

サルタント

 
ボトル水購

入者は 1 名

第一次質

問及び第

二次質 

n.a. 
 

n.a. サンパウロ：1 名（比較

的 低 所 得 者 層 ） が

Education と同等の支払

意思を示す。他方、4 名

（比較的高所得者層）は

Education 支出の家計

に占める割合が高いこ

とから、Education と同

等の支払意思は示さな

かったが、Health Care, 
Hygiene レベルの支払

には合意。 
リオデジャネイロ：

Education/Healthcare 
とも同等支払意思なし。

Hygiene ・ Healthcare, 
Education と同等の重要

性 
 

・ブラジルでは、水道料金が

安いが、既に水道事業者がコ

ストリカバリーを達成して

いる。また、低所得層では上

下水道サービスは無料であ

るべきという意識も強い。 
・サンパウロ、リオデジャネ

イロという大都市の住民に

対して、全国平均の家計図を

活用したため、違和感を示す

回答者が多く、きめ細かいヒ

アリングが必要となった。 
・「Education」との比較につ

いては、所得層に応じて家計

に占める支出割合が大きく

異なることから、アンカリン

グ項目としての適切性につ

いて検討を要した。 
 

アンカリ

ング項目

Clothing & footwear 
(5.2%) 

Recreation & leisure 
(4.1%) 

Health (5.6%) 
 

チリ 

(7) 

・上水は 24 時間給

水され、飲料可能 
職業：秘書、

サービス産

業、コンサ

ルタント 第一次質

問 
 
 

1 名のみが Yes と回

答。 
重 要 性 は Food, 
Beverage, Health 等。

１名のみが Yes と回

答。 
 
 

２名が Yes と回答。 

・水道料金及び下水料金の重

要性については家計支出の

上位項目を指定する回答が

多かった。 
・既に飲料可能な水が 24 時

間給水されているとの回

答。 
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ボトル水購

入者 3 名：

月 額 CLP 
12-18k 

第二次質

問 
 
 

3 名が Yes と回答。 3 名が Yes と回答。う

ち １ 名 は Clothing 
(5.2%)との回答。重要

性の認識にはかなりの

ばらつきあり。 

２名が Yes と回答。 

アンカリ

ング項目

 

Fuel (2.9%) 
 

Culture, sports, & 
recreation (1.1%) 

Health care (5.6%) 
 

第一次質

問 
Yes との回答なし。 
重要性は Electricity と

同等とする回答が複

数名、Culture が 1 名。

Yes との回答なし。 
重要性は Culture と同

等とする回答 1 名。 

Yes との回答なし。 
全員が Health Care は高

額との回答。 
 

ベトナ

ム 

(10) 

・回答者の年収は平

均から高所得者層

に位置する 
・上水は飲料不可で

あり、24 時間の供

給はない 
・飲料用には水道水

を沸かして活用 
・井戸水を活用して

いる家庭も 2件あり 

所得：中～

高 
 
職業：秘書、

コンサルタ

ント 
 
ボトル水購

入者：2 名
第二次質

問 
Yes との回答 2 名。た

だし、殆どが現状以上

(1.5 から 3 倍)の支払

い可能性については

肯定。 
家計支出の 1-3％が適

当との回答多数。 

４名が Yes と回答。そ

の他 0.2-0.4％が適当

との回答。 

Yes との回答なし。ただ

し、殆どが現状以上の支

払い可能性については

肯定。 
家計支出の 5％が適当と

の回答 1 件あり。 

・水道料金が低価格であると

いう認識を殆どの人が持っ

ていたため、上位項目の選

択を躊躇するケースが多か

った。 
・ アンカリング項目である

Fuel は近年大幅に上昇し

ており、不適切であったと

思われる。 

アンカリ

ング項目

Clothing, footwear & 
Headgear (3.3%) 

Tax and Insurance 
(1.4%) 

Durable goods (5.9%) 
 

第一次質

問 
 

6 名が Yes と回答。重

要性については Food
及 び Goods and 
Services といった家

計支出の主要項目を

指定する回答多数。 

n.a.  ７名が Yes と回答。重要

性については Food 及び

Goods and Services と

いった家計支出の主要

項目を指定する回答多

数。 

インド

ネシア 

(7) 

・回答者の２名を除

き、24 時間水道水へ

のアクセスがある

としているが、何れ

も飲料は不可。 
・飲料用にはボトル

水を利用。 
 

所得：中～

高 
 
職業：秘書、

コンサルタ

ント 
 
ボトル水購

入者 9 名：

月 額 IDR 
100-300ｋ 

第二次質

問 
同じく6名がYesと回

答。 
n.a. 同じく７名が Yes と回

答。 

・下水については、2 名以外

はサービスの提供を受けて

いないということで、下水の

みでは回答が得られなかっ

た。 
 
 
 



④ 調査結果に関する留意点 

調査手法について、本調査から得た留意点として、次のような点が挙げられる。 

- 家計支出表の項目数・アンカリング項目：ヒアリング結果により上の結果を得たが、

家計支出項目が十分に詳細に分割されていなかったこと、また、家計支出表にアン

カリング項目以下の項目がないケースがあったこと等から、適切と思われる項目を

選択できないケースがあった。また、アンカリング項目について、近年の物価変動

により家計に与える支出割合が変動しているケースがあった（例えば、ベトナムの

Fuel）。そのため、その他ユーティリティ（電力・ガス）等との比較からの回答を

得る、もしくは、支出に占める割合による回答を得た。さらに、所得層や個人の嗜

好によって家計に占める支出構造が異なる項目（例えば、教育等）をアンカリング

項目とすることによって、結果のばらつきが大きくなる可能性がある。 

- 現状の安価な水道料金：現状の水道料金が安価であるため、その印象に引きずられ

る回答が多かった。また、現在コストリカバリーを達成している場合、さらに高い

料金を支払うことへの疑問が呈された。 

- 家計支出図データ：本調査では、全国平均の家計支出図を活用したものの、都市部

や農村部といった地域性や、所得層の違いによって、家計支出構造は大きく異なっ

てくる。特にサンプル数が少ない場合には、全国平均の家計支出図の活用について、

検討が必要である。 

 

 3.1.3 ATP 試算料金と現行料金の比較 

(1）ATP 試算料金と現行料金の比較 

ATP 試算料金と現行料金の比較を行うと以下のとおりである。 

 

図表 3-1-3-1 現行料金と ATP 試算料金の比較 

一般層 低所得者 一般層 低所得者 一般層 低所得者
現行料金 (a) 2.22 0.83 2.22 0.83 4.44 1.66
ATP料金 (b) 3.23 0.96 3.23 0.96 6.45 1.93
(b)/(a) (倍） 1.45 1.16 1.45 1.16 1.45 1.16
現行料金 (a) 314.97 157.49 344.58 172.29 659.6 329.8
ATP料金 (b) 590 260 645 285 1,235 545
(b)/(a) (倍） 1.87 1.65 1.87 1.65 1.87 1.65
現行料金 (a) 3,652 3,652 348 348 4,000 4,000
ATP料金 (b) 5,808 2,908 1,936 969 7,743 3,877
(b)/(a) (倍） 1.59 0.80 5.56 2.79 1.94 0.97
現行料金 (a) 4,700 n.a. 505 n.a. 5,205 n.a.
ATP料金 (b) 11,377 n.a. 8,712 n.a. 20,089 n.a.
(b)/(a) (倍） 2.42 n.a. 17.25 n.a. 3.86 n.a.
現行料金 (a) 1.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATP料金 (b) 16.6 4.3 5.5 1.4 22.2 5.7
(b)/(a) (倍） 13.86 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

VND/m3

IDR/m3

BDT/m3

ベトナム

インドネシア

バングラデシュ

ブラジル

チリ

単位

BRL/m3

CLP/m3

上水道料金 下水道料金 上下水道料金
項目
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3.2 ATP 料金及び Cross-Subsidy の導入による事業持続性検討シミュレーション 

本項では、前項で試算した ATP 料金を用いて、ハノイ、ジャカルタの上水道及び下

水道事業を対象に一定の前提条件を設定した上で財政収支シミュレーションを実施し、

事業持続性について検討を行う。 

具体的には、試算した ATP 料金及び ATP 料金に応じた Cross-Subsidy を導入した場合

に、料金収入及び事業費回収率の面でどのような改善効果が得られる可能性があるかを

試算、分析した。 

 

 3.2.1 シミュレーションの前提条件 

シミュレーション実施の前提条件は、ATP 料金を含む本調査によって確認された各

国の情報を用いるものとし、その他の条件については貴機構又はその他の国内外の機関

が過去に実施した FS 報告書等を参考に JICA 提示資料を基に設定した。 

料金については、原則として現在の料金に基づき設定した場合（ベースケース）、ATP

料金を適用した場合（ATP 料金適用ケース）、さらに Cross-Subsidy を調整した場合

（Cross-Subsidy 調整ケース）の 3 つのケースについて、試算・検討を行った。 

なお、本検討では料金設定が事業費回収に与える影響及びその傾向について、設定さ

れた前提条件に基づき試算・検討を行うことを目的とするものであることから、設定し

た前提条件の適切性及び当該前提条件による事業実現性を保証するものではなく、別途

検討・検証が必要となる。 

 

図表 3-2-1-1 シミュレーション実施にあたって参考とした過去の報告書等 
対象都市 対象事業 報告書名等 

上水道 ・ 平成 20 年度 民間インフラ案件形成等調査「ベトナム・

ハノイ市水道 PPP 案件形成調査」平成 21 年 3 月 株式会

社東京設計事務所 株式会社荏原製作所 

ハノイ 
（ベトナム） 

下水道 ・ FEASIBILITY STUDY FOR THE CONSTRUCTION 
PROJECT OF CENTRAL LARGE-SCALED 
WASTEWATER TREATMENT PLANTS FOR HANOI 
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT  March 2009  
NIPPON KOEI CO., LTD in association with VIWASE 

上水道 ・ Proposed Loan Republic of Indonesia: West Jakarta Water 
Supply Development Project  August 2007  Asia 
Development Bank  

ジャカルタ 
（ イ ン ドネ シ

ア） 
下水道 ・ カザフスタン国 下水道施設維持管理ノウハウ移転調査 

2009 年 6 月 日本工営株式会社 日本ヘルス工業株式会

社 
・ CENTRALIZED WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

IN INDONESIA  SEPTEMBER 2006  USAID 
 

個別都市のシミュレーションにおける主な前提条件は次の通りである。 
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図表 3-2-1-2 ハノイ上水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 45 万 m2/day 
（15 万 m2/day＋30 万 m2/day） 

※：第１ﾌｪｰｽﾞと第 2 ﾌｪｰｽﾞの合計 

供用開始 2020 年 ※：第 2 ﾌｪｰｽﾞの供用開始時に同時供用開

始と想定 
試算期間 30 年間  
料金 家庭用   ：3,478VND/m3（24.3 円/m3）

家庭以外用 ：5,325VND/m3（37.3 円/m3）
（付加価値税、環境保護料を除く。） 
⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy
調整のケースを検討 

家庭用：16m3/月未満の使用量の単価（現

地調査結果） 
家庭以外用：現地調査結果より算定 
なお、貧困層に対しては、公的な補助等

による支援がされると仮定し、別の料金

設定はしていない。 

需要構成 家庭用   ：約 59％ 
家庭以外用 ：約 41％ 

用途別給水量（m3）割合 
現地調査結果より算定 

無収水率 20％ ※ 
維持管理費用 1,021 百万円/年（6.22 円/m3） ※ 
初期投資 54,454 百万円 ※：第１ﾌｪｰｽﾞと第 2 ﾌｪｰｽﾞの合計 
更新投資 耐用年数経過時点で再投資  
資金調達 54,455 百万円 

JICA（33.64%）、市中邦銀（1.12%）、ﾍﾞﾄ

ﾅﾑ開発銀行（50.58%）、民間資本（ﾍﾞﾄﾅﾑ

7.48%、日本 7.18%） 

※：第１ﾌｪｰｽﾞと第 2 ﾌｪｰｽﾞの合計 

減価償却期間 土木・建築構造物：50 年 
管路：30 年 
機械・電気設備：12 年 
繰延資産償却：5 年 

※ 
残存価値はゼロと設定 

為替レート 1 円＝0.007VND ※：条件設定の参考とした調査が円貨の

ため、円貨でｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施 
インフレ率 4.25% ※：「消費者小売物価上昇率」により設定

料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 
法人税率 25% 法人税標準税率35

 

※：平成 20 年度 民間インフラ案件形成等調査「ベトナム・ハノイ市水道 PPP 案件形成

調査」平成 21 年 3 月 株式会社東京設計事務所 株式会社荏原製作所 を基に設定し

た条件 

 

図表 3-2-1-3 ハノイ下水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 135,000m3/day 

 

※：Yen Xa WWTP（下水処理場）の適正想

定規模 

供用開始 2016 年 ※：Yen Xa WWTP の供用開始時 

試算期間 30 年間 参考として 20 年間の場合も試算 

                             
35 出所：JETRO（http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_04/） 
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料金 家庭用   ：1,501VND/m3 

家庭以外用 ：3,002VND/m3 

（付加価値税を除く。） 

⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy

調整のケースを検討 

※：家庭以外用は家庭用の 2 倍の想定（現

状は 2章の通り 1.2 倍程度の水準） 

家庭用は上記ハノイ上水道料金の 4 割程

度（現状は 2 章に示した通り上水道料金

の 10%）の水準 

なお、貧困層に対しては、公的な補助等

による支援がされると仮定し、別の料金

設定はしていない。 

需要構成 家庭用   ：約 76% 

家庭以外用 ：約 24% 

用途別処理水量（m3）割合 

※ 

維持管理費用 85,991 百万 VND/年 

（1,817VND/m3） 

※：施設規模による補正後の費用 

WWTP：Waste Water Treatment Plant 

初期投資 7,025bVND（43,900 百万円） ※：建設期間中のインフレ考慮済み、施

設規模による補正後の金額 

1VND＝0.00625 円 

更新投資 耐用年数経過時点で再投資  

資金調達 7,025b VND（43,900 百万円） 

JICA loan（87%）、Local budget（13%）

※：施設規模による補正後の金額 

減価償却期間 土木・建築構造物：50 年 

管路：30 年 

機械・電気設備：12 年 

繰延資産償却：5年 

ハノイ上水道の前提条件と同条件に設定

残存価値はゼロと設定 

インフレ率 5.4% ※ 

料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 

法人税率 25% 法人税標準税率36

※ ： FEASIBILITY STUDY FOR THE CONSTRUCTION PROJECT OF CENTRAL 
LARGE-SCALED WASTEWATER TREATMENT PLANTS FOR HANOI 
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT  March 2009  NIPPON KOEI CO., LTD in 
association with VIWASE を基に設定した条件 

 

図表 3-2-1-4 ジャカルタ上水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 54.4 百万 m3/年 ※：2022 年以降の給水量 
供用開始 2013 年 ※：投資完了後供用開始と想定 
試算期間 30 年間  
料金 家庭用   ：4,700Rp/m3 

家庭以外用 ：9,800Rp/m3 
⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy
調整のケースを検討 

家庭用   ：グループ 3A・11-20m3 
家庭以外用 ：グループ 4A・20-m3 
の現行料金により設定 

需要構成 家庭用   ：51% 
家庭以外用 ：49% 

用途別給水量（m3）割合 
現地調査結果より算定 
なお、下記とした 
家庭用   ：グループ 1～3A 
家庭以外用 ：グループ 3B～4B 

給水量 34.3 百万 m3/年（2013 年）～ 
54.4 百万 m3/年（2022 年～）

※：無収水率を考慮後の有収水 

無収水率 上記給水量より控除済み  
維持管理費用 139,073（2013 年）～ 

174,481 百万 Rp（2022 年～）

※ 

                             
36 出所：JETRO（http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_04/） 
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（4,055Rp/m3（2013 年）～ 
3,207Rp/m3（2022 年～））

初期投資 971,112 百万 Rp ※ 
更新投資 耐用年数経過時点で再投資  
資金調達 971,112 百万 Rp 

ADB Loan （ 32.85% ）、 PALYJA Bond
（34.3%）、資本金他（32.85%） 

※ 

減価償却期間 30 年 試算期間と同期間で設定 
残存価値はゼロと設定 

インフレ率 7% ※ 
料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 
法人税率 30% ※ 
※：Proposed Loan Republic of Indonesia: West Jakarta Water Supply Development Project  

August 2007  Asia Development Bank を基に設定した条件 
 

図表 3-2-1-5 ジャカルタ下水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 350,000m3/日  

供用開始 － 想定前提条件のため特定せず 
試算期間 30 年間  
料金 家庭用   ：75Rp/m2/月（505Rp/m3）

家庭以外用 ：384Rp/m2/月（2,586Rp/m3）
⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy
調整のケースを検討 

※2 
ｼﾞｬｶﾙﾀでは m2 あたりの課金のため m2 単

価により設定 
※1：（）内は 4.95L/m2・日より設定 

処理水量 350,000m3/日  
需要構成 家庭用   ：51% 

家庭以外用 ：49% 
用途別処理水量（m3）割合 
上水道と同一の割合と設定 

維持管理費用 2,886Rp/m3 ※1：m3 あたり処理単価により設定 
初期投資 2,459,000 百万 Rp m3/日あたり 800USD、1USD＝8,781Rp に

より設定 
更新投資 耐用年数経過時点で再投資  
資金調達 2,459,000 百万 Rp 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ地方政府 100% 
資金調達額は初期投資額と同一に設定 

減価償却期間 30 年間 試算期間と同一に設定 
残存価値はゼロと設定 

インフレ率 7% ジャカルタ上水道と同条件に設定 
料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 
法人税率 30％ ジャカルタ上水道と同条件に設定 
※1：カザフスタン国 下水道施設維持管理ノウハウ移転調査 2009 年 6 月 日本工営株式

会社 日本ヘルス工業株式会社 を基に設定した条件 
※ 2 ： CENTRALIZED WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN INDONESIA  

SEPTEMBER 2006  USAID 
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 3.2.2 シミュレーション結果と考察 

(1) ハノイ 

① 上水道 

1) 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コス

トと資本投資コストが共に回収、つまりフルコストリカバリーが達成できる試算結果と

なった。 

 

図表 3-2-2-1 ハノイ上水道のベースケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率※ 

O&M コスト 354% 

資本投資コスト 142% 

 

※ 事業費回収率は、当該事業費に対する当該事業費に充当できる事業収益の割合。

100%以上の場合、シミュレーション試算期間全体でみた場合に当該事業費が回

収できていること、100％未満の場合、一部は回収できていないことを示す。具

体的には以下の方法により算出した。以下。本検討において同様である。 

 

（O&M コストの事業費回収率） 

  ＝（試算期間の累積収益）／（試算期間の累積 O&M コスト） 

（資本投資コストの事業費回収率） 

  ＝｛（試算期間の累積損益）－（試算期間の累積 O&M コスト）｝ 

   ／｛（試算期間の累積減価償却費）＋（試算期間の累積支払金利）｝ 

 

なお、仮に、家庭以外用料金を家庭用料金と同一とし、Cross-Subsidy を解消した場

合にも、O&M コストと資本投資コストが共にフルコストリカバリーが達成できる試算

結果となる。 

 

図表 3-2-2-2 ハノイ上水道のベースケースにおける事業費回収率 
（家庭以外用料金を引下げた場合） 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 301% 

資本投資コスト 112% 

 

b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。な
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お、シミュレーションおいては、前項で算定した ATP 料金 5,808VND/m3 により試算を

行った。 

 

図表 3-2-2-3 ハノイ上水道の ATP 料金適用における事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 449% 

資本投資コスト 195% 

 

ATP 料金はベースケース（3,478VND/m3）の約 1.6 倍の料金となっていることから、

ベースケースよりもより余裕をもって O&M コストと資本投資コストが共に回収でき

る結果となった。 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、ATP 料金により設定した家庭用料金（5,808VND/m3）が

家庭以外用料金（5,325VND/m3）を上回る結果となってしまっている。この点を調整す

るため、当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について Cross-Subsidy の調整

を実施する。 

具体的には、既に ATP 料金適用ケースの段階で事業費回収は達成されていることか

ら、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とする。この場合の試算結果は以下の通り

であり、さらに事業費回収率が向上することとなる。 

なお、本試算条件においてフルコストリカバリーを達成できる最も低い料金水準は

3,170VND/m3（家庭用、家庭以外用共に同一料金）程度の場合であり、ATP 料金の 55％

程度の水準となる。 

 

図表 3-2-2-4 ハノイ上水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 462% 

資本投資コスト 203% 

 

2) 考察 

上記の通り、ベースケースにおいても、事業費はフルコストリカバリーが達成される

結果であるところ、ATP 料金は現行水道料金レベルの約 1.6 倍とより高い料金設定とな

ることから、ATP 料金を導入した場合には、さらに事業収益性が高まる結果となる。 

また、ATP 料金を適用すると事業収益性が改善すると共に、ATP 料金が Cross-Subsidy

が導入された現在の家庭以外用料金よりも高い料金水準となるため、結果として

Cross-Subsidy をせずともフルコストリカバリーを達成できるという試算となった。 

本試算結果によれば、事業費回収率の観点からは ATP 料金以下の料金設定であって
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も事業持続性を確保できるものと考えられる。 

 

なお、ATP 料金を適用する場合には、水道事業については事業費回収が十分に達成

できることから、当該超過利潤を次項の通り ATP 料金を導入してもコストリカバリー

の達成が困難と想定される下水道に対する Cross-Subsidy とする方法も、上水道と下水

道間の Cross-Subsidy として想定される。 

 

② 下水道 

1) 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コス

トは全て回収されているが、一方で資本投資コストは殆ど回収できない結果となった。 

 

図表 3-2-2-5 ハノイ下水道のベースケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 102%（102%） 

資本投資コスト 1%（1%） 

※ （参考）（ ）内は事業期間 20 年間の場合 

 

なお、仮に、家庭以外用料金を家庭用料金と同一とし、Cross-Subsidy を解消した場

合には、下表の通り O&M コストも全ては回収することができない結果となる。 

 

図表 3-2-2-6 ハノイ下水道のベースケースにおける事業費回収率 
（家庭以外用料金を引下げた場合） 

事業費 事業費回収率 

O&M コスト 83%（83%） 

資本投資コスト 0%（0%） 

※ （参考）（ ）内は事業期間 20 年間の場合 

 

b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。な

お、シミュレーションにおいては、前項で算定した ATP 料金 1,936VND/m3 により試算

を行った。なお、家庭以外用の料金の条件は、ベースケースの条件設定と同様に

Cross-Subsidy が適用されるものとして、家庭用 ATP の 2 倍の 3,872VND/m3 とした。 
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図表 3-2-2-7 ハノイ下水道の ATP 料金適用における事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 132%（132%） 

資本投資コスト 12%（10%） 

※ （参考）（ ）内は事業期間 20 年間の場合 

 

ATP 料金はベースケース（1,501VND/m3）の約 1.3 倍の料金となっていることから、

ベースケースよりも事業費回収率は改善し、O&M コストを全て回収し、さらに資本投

資コストの一部が回収できる結果となった。 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、家庭以外用料金を ATP 料金により設定した家庭用料金

（1936VND/m3）の 2 倍（3,872VND/m3）として試算したが、フルコストリカバリーは

達成できていない。そこで、当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について

Cross-Subsidy の調整を実施する。 

具体的には、ベースケース及び ATP 料金適用ケースと同様の考え方により、家庭以

外用料金を家庭用料金の 3 倍及び 5 倍に設定した場合について試算を行った。この試算

結果は以下の通りであり、共に資本投資コストの回収率は改善するもののフルコストリ

カバリーとはならなかった。 

 

図表 3-2-2-8 ハノイ下水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率 
事業費回収率 事業費 

家庭用以外料金＝ 

家庭用料金の 3 倍 

家庭用以外料金＝ 

家庭用料金の 5 倍 

O&M コスト 157%（157%） 208%（208%） 

資本投資コスト 21%（19%） 40%（35%） 

※ （参考）（ ）内は事業期間 20 年間の場合 

 

2) 考察 

上記の通り、ベースケースでは O&M コストのみ回収し、資本投資コストは殆ど回収

できない結果となっている。ベースケースの家庭用料金の約 1.3 倍の ATP 料金を適用

し、さらに家庭以外用を家庭用の 2 倍とする Cross-Subsidy を設定しても、資本投資コ

ストの回収率は 1 割程度であり、フルコストリカバリーとはならなかった。仮に家庭以

外用と家庭用の料金間の Cross-Subsidy の度合いを 5 倍とより高めた場合も、フルコス

トリカバリーとはならなかった。 

したがって、本試算条件を基にするならば、ATP 料金はフルコストリカバリーを達

成できるレベルにはなく、料金の調整によりフルコストリカバリーを達成するには、
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ATP 料金を超える料金設定を行う、又は大幅な Cross-Subsidy を導入することが必要と

なる。前者の場合には、住民負担の増大、普及率・接続率の低下、料金料収率の低下等

の問題が、後者の場合も当該 Cross-Subsidy が社会的に受け入れられるか等の問題が生

じることが考えられる。 

また、本検討では、資本投資コストの回収率は減価償却費を基に算定しており、資本

投資コストを全て回収することを前提に回収率が計算されている。しかしながら、上記

の通り、ハノイの下水道については、ATP 料金を適用した場合もフルコストリカバリ

ーを達成することは困難な試算結果となっていることから、一部の資本投資コストを回

収する必要のない資金（政府からの補助金や国際援助機関等からの無償資金協力）によ

り実施することにより事業の持続性を確保することが考えられる。 

例えば、今回の試算で想定すると、各ケースで回収できない資本投資コスト相当をこ

うした資金回収不要な資金により調達することにより事業持続性を確保することとな

る。 

 

(2) ジャカルタ 

① 上水道 

1) 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コス

トと資本投資コストが共に回収、つまりフルコストリカバリーが達成できる試算結果と

なった。 

 

図表 3-2-2-9 ジャカルタ上水道のベースケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 188% 

資本投資コスト 1002% 

 

なお、仮に、家庭以外用料金を家庭用料金と同一とし、Cross-Subsidy を解消した場

合にも、O&M コストと資本投資コストが共にフルコストリカバリーが達成できる試算

結果となる。 

 

図表 3-2-2-10 ジャカルタ上水道のベースケースにおける事業費回収率 

（家庭以外用料金を引下げた場合） 

事業費 事業費回収率 

O&M コスト 134% 

資本投資コスト 382% 
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b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。なお、

シミュレーションおいては、前項で算定した ATP 料金 11,377Rp/m3 により試算を行っ

た。 

 

図表 3-2-2-11 ジャカルタ上水道の ATP 料金適用における事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 261% 

資本投資コスト 1838% 

 

ATP 料金はベースケース（4,700Rp/m3）の約 2.4 倍の料金となっていることから、ベ

ースケースよりもより余裕をもって O&M コストと資本投資コストが共に回収できる

結果となった。 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、ATP 料金により設定した家庭用料金（11,377Rp/m3）が家

庭以外用料金（9,800Rp/m3）を上回る結果となってしまっている。この点を調整するた

め、当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について Cross-Subsidy の調整を実

施する。 

具体的には、既に ATP 料金適用ケースの段階で事業費回収は達成されていることか

ら、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とする。この場合の試算結果は以下の通り

であり、さらに事業費回収率が向上することとなる。 

 

図表 3-2-2-12 ジャカルタ上水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率  
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 278% 

資本投資コスト 2028% 

 

なお、本試算条件においてフルコストリカバリーを達成できる最も低い料金水準は

3,600Rp/m3（家庭用、家庭以外用共に同一料金）程度の場合であり、ATP 料金の 32％

程度の水準となる。 

 

2) 考察 

上記の通り、ベースケースにおいても、事業費はフルコストリカバリーが達成される

結果であるところ、ATP 料金は現行水道料金レベルの約 2.4 倍とより高い料金設定とな

ることから、ATP 料金を導入した場合には、さらに事業収益性が高まる結果となる。 
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また、ATP 料金を適用すると事業収益性が改善すると共に、ATP 料金が現在の

Cross-Subsidy が導入された家庭以外用料金よりも高い料金水準となるため、結果とし

て Cross-Subsidy をせずともフルコストリカバリーを達成できるという試算となった。 

本試算結果によれば、事業費回収率の観点からは ATP 料金、さらにはベースケース

料金以下の料金設定であっても事業持続性を確保できるものと考えられる。 

 

② 下水道 

1) 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コス

トが 53%と半分程度回収されているのみであり、資本投資コストは全く回収できない

結果となった。これは、料金水準が O&M コストを下回る低い水準であることによるも

のでる。 

 

図表 3-2-2-13 ジャカルタ下水道のベースケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 53% 

資本投資コスト 0% 

 

b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。な

お、シミュレーションおいては、前項で算定した ATP 料金 8,712Rp/m3 により試算を行

った。 

 

図表 3-2-2-14 ジャカルタ下水道の ATP 料金適用における事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 171% 

資本投資コスト 1000% 

 

ATP 料金はベースケース（505Rp/m3）の約 17 倍と非常に高い水準の料金となってい

ることから、ベースケースよりも事業費回収率は大幅に改善し、O&M コストを全て回

収し、さらに一部ではあるが資本投資コストが回収できる結果となった。 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、ATP 料金により設定した家庭用料金（8,712Rp/m3）が家

庭以外用料金（2,586Rp/m3）を上回る結果となってしまっている。この点を調整するた
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め、当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について Cross-Subsidy の調整を実

施する。 

具体的には、既に ATP 料金適用ケースの段階で事業費回収は達成されていることか

ら、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とする。この場合の試算結果は以下の通り、

さらに事業費回収率が向上し、資本投資コストも含めてフルコストリカバリーが達成で

きる結果となる。 

 

図表 3-2-2-15 ジャカルタ下水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 243% 

資本投資コスト 2031% 

 

なお、本試算条件においてフルコストリカバリーを達成できる最も低い料金水準は

3,110Rp/m3（家庭用、家庭以外用共に同一料金）程度の場合であり、ATP 料金の 36％

程度の水準となる。 

 

2) 考察 

上記の通り、ベースケースでは資本投資コストは全く回収ができず、O&M コストも

一部しか回収できない結果となっている。ATP 料金はベースケースの家庭用料金の約

17 倍という高い水準となったことから、当該 ATP 料金を適用したところ、Cross-Subsidy

を導入せずとも O&M コストと資本投資コストが全て回収できる結果となった。 

本試算結果によれば、事業費回収率の観点からは ATP 料金以下の料金設定であって

も事業持続性を確保できるものと考えられる。 

3.3 バングラデシュの簡易シミュレーション  

バンクラディッシュ、具体的にはチッタゴン、クルナの 2 都市の上水道事業を対象と

して、今後の上水道整備の検討に資する簡易シミュレーション手法を定型化することを

目的に、前項でのハノイ、ジャカルタでの検討を基に、同様の考え方・手法により簡易

シミュレーションを実施した。 

 

 3.3.1 シミュレーションの前提条件 

シミュレーション実施の前提条件は、ATP 料金を含む本調査によって確認された各

国の情報を用いるものとし、その他の条件については貴機構が過去に実施した下記の

FS 報告書等を参考に設定した。 

なお、料金については、原則として現在の料金に基づき設定した場合（ベースケース）、

ATP 料金を適用した場合（ATP 料金適用ケース）、さらに Cross-Subsidy を調整した場合
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（Cross-Subsidy 調整ケース）の 3 つのケースについて、試算・検討を行った。 

 

 

図表 3-3-1-1 シミュレーション実施にあたって参考とした過去の報告書等  
対象都市 対象事業 報告書名等 

チッタゴン 上水道 SPECIAL ASSISTANCE FOR PROJECT 
FORMATION(SAPROF) FOR KARNAPHULI WATER 
SUPPLY PROJECT  NOVEMBER 2005  SAPROF 
TEAM FOR JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION 

クルナ 上水道 FEASIBILITY STUDY FOR KHULNA WATER SUPPLY 
IMPROVEMENT PROJECT IN THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF BANGLADESH Draft Final Report  
OCTOBER 2010  STUDY TEAM FOR JAPAN 
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

 

両都市のシミュレーションにおける主な前提条件は次の通りである。 

 

図表 3-3-1-2 チッタゴン上水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 136,000m2/day（2012 年～） ※ 
供用開始 2010 年 ※ 
試算期間 30 年間  
料金 家庭用   ：4.90Tk/m3 

家庭以外用 ：13.72Tk/m3 
⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy
調整のケースを検討 

※：現行料金（2005 年）より算定 
なお、貧困層に対しては、公的な補助等

による支援がされると仮定し、別の料金

設定はしていない。 
需要構成 家庭用   ：70％ 

家庭以外用 ：30％ 
用途別給水量（m3）割合 
※：2020 年値で設定 

無収水率 25% ※：2020 年値で設定 
維持管理費用 106.05 百万 Tk/年（2.14Tk/m3） ※ 
初期投資 9,786 百万 Tk ※ 
更新投資 耐用年数経過時点で再投資  
資金調達 9,786 百万 Tk 

JBIC Loan（71%）、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ政府（29%）

※：資金調達額は初期投資額と同一 

減価償却期間 機械・電気設備：15 年 
管路：50 年 

※：機械・電気設備は 15 年で設定 
残存価値はゼロと設定 

インフレ率 6%  ※ 
料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 
法人税率 37.5％ クルナ上水道と同条件に設定 
※：SPECIAL ASSISTANCE FOR PROJECT FORMATION(SAPROF) FOR KARNAPHULI 

WATER SUPPLY PROJECT  NOVEMBER 2005  SAPROF TEAM FOR JAPAN BANK 
FOR INTERNATIONAL COOPERATION を基に設定した条件 

図表 3-3-1-3 クルナ上水道に関するシミュレーション前提条件 
項目 条件 備考 

施設規模 81,501m2/day（2025 年～） ※ 
供用開始 2017 年 ※：New SWTP(Surface Water Treatment 
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Plant)供用開始と想定 
試算期間 30 年間  
料金 家庭用   ：1.2Tk/m3 

家庭以外用 ：1.0Tk/m3 
⇒さらに、ATP 料金適用、Cross-Subsidy
調整のケースを検討 

※：現行料金より算定 
なお、貧困層に対しては、公的な補助等

による支援がされると仮定し、別の料金

設定はしていない。 
需要構成 家庭用   ：61.5％ 

家庭以外用 ：20.5％ 
用途別給水量（m3）割合 
※ 

無収水率 18.0% ※ 
維持管理費用 176 百万 Tk/年（2025 年～） 

（5.9Tk/m3） 
※ 

初期投資 23,007 百万 Tk ※：EPC、土地、管理コスト、税を含む 
更新投資 耐用年数経過時点で再投資  
資金調達 23,007 百万 Tk 

Japan ODA Loan（47%）、ADB Loan（28%）、

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ政府（25%） 

※：資金調達額は初期投資額と同一に設

定 

減価償却期間 土木・建築構造物：50 年 
機械・電気設備：15 年 

※ 
残存価値はゼロと設定 

インフレ率 7.63% ※ 
料金、維持管理費用、更新投資について

考慮 
法人税率 37.5% ※ 
※：FEASIBILITY STUDY FOR KHULNA WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT IN 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH  OCTOBER 2010  STUDY TEAM 
FOR JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY を基に設定した条件 
 

 3.3.2 シミュレーション結果と考察 

(1) チッタゴン 

① 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コス

トは全て回収されているが、一方で資本投資コストは一部のみ回収できる結果となった。 

 

図表 3-3-2-1 チッタゴン上水道のベースケースにおける事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 265% 

資本投資コスト 54% 

 

なお、仮に、家庭以外用料金を家庭用料金と同一とし、Cross-Subsidy を解消した場

合、全般に回収率は低下するが、O&M コストは全て回収、資本投資コストは一部回収

という同傾向の結果となる。 

 

図表 3-3-2-2 チッタゴン上水道のベースケースにおける事業費回収率 
（家庭以外用料金を引下げた場合） 
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事業費 事業費回収率 

O&M コスト 172% 

資本投資コスト 23% 

 

b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。な

お、シミュレーションおいては、前項で算定した ATP 料金 16.6Tk/m3 により試算を行

った。なお、家庭以外用の料金の条件はベースケースのまま 13.72Tk/m3 とした。 

 
図表 3-3-2-3 チッタゴン上水道の ATP 料金適用における事業費回収率 

事業費 事業費回収率 

O&M コスト 496% 

資本投資コスト 128% 

 

ATP 料金はベースケース（4.9Tk/m3）の約 3.4 倍の料金となっていることから、ベー

スケースよりも事業費回収率は改善し、O&M コスト及び資本投資コストを全て回収し

ている。 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、ATP 料金により設定した家庭用料金（16.6Tk/m3）が家庭

以外用料金（13.72Tk/m3）を上回る結果となってしまっている。この点を調整するため、

当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について Cross-Subsidy の調整を実施す

る。 

具体的には、既に ATP 料金適用ケースの段階でフルコストリカバリーが達成されて

いることを考慮し、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とした。 

この試算結果は以下の通りであり、さらに事業費回収率が向上し、資本投資コストも

含めてフルコストリカバリーが達成できる結果となった。 

 
図表 3-3-2-4 チッタゴン上水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率 

事業費 事業費回収率 

O&M コスト 513% 

資本投資コスト 135% 

 

なお、本試算条件においてフルコストリカバリーを達成できる最も低い料金水準は

12.2Tk/m3（家庭用、家庭以外用共に同一料金）程度の場合であり、ATP 料金の 74％程

度の水準となる。 
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② 考察 

上記の通り、ベースケースでは O&M コストは全て回収できるものの、資本投資コス

トは一部しか回収ができない結果となっている。ATP 料金はベースケースの家庭用料

金の約 3.4 倍という高い水準となったことから、当該 ATP 料金を適用したところ、

Cross-Subsidy を導入せずとも O&M コストと資本投資コストが全て回収できる結果と

なった。 

本試算結果によれば、事業費回収率の観点からは ATP 料金以下の料金設定であって

も事業持続性を確保できるものと考えられる。 

 

(2) クルナ 

① 結果 

a. ベースケース 

前記の前提条件（ベースケース）での事業費回収率は下表の通りであり、O&M コスト

の一部のみが回収できるものの、資本投資コストは回収できない結果となった。 

 

図表 3-3-2-5 クルナ上水道のベースケースにおける事業費回収率 

事業費 事業費回収率 

O&M コスト 16% 

資本投資コスト 0% 

 

b. ATP 料金適用ケース 

次に、ベースケースに ATP 料金を適用した場合について、試算・検討を行った。な

お、シミュレーションおいては、前項で算定した ATP 料金 16.6Tk/m3 により試算を行

った。なお、家庭以外用の料金の条件はベースケースのまま 1.0Tk/m3 とした。 

 

図表 3-3-2-6 クルナ上水道の ATP 料金適用における事業費回収率 
事業費 事業費回収率 

O&M コスト 177% 

資本投資コスト 36% 

 

ATP 料金はベースケース（1.2Tk/m3）の約 14 倍と非常に高い水準の料金となってい

ることから、ベースケースよりも事業費回収率は改善し、O&M コストを全て回収し、

さらに資本投資コストの一部が回収できている。 

 

 

c. Cross-Subsidy 調整ケース 

ATP 料金適用ケースでは、ATP 料金により設定した家庭用料金（16.6Tk/m3）が家庭
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以外用料金（1.0Tk/m3）を上回る結果となってしまっている。この点を調整するため、

当該 ATP 料金を基に家庭用と家庭以外用の料金について Cross-Subsidy の調整を実施す

る。 

具体的には、既に ATP 料金適用ケースの段階で O&M コストの回収は達成されてい

ることを考慮し、まず、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とした。次に、家庭以

外用料金を家庭用料金の 3 倍とする Cross-Subsidy を検討した。 

この試算結果は以下の通りであり、家庭以外用料金を家庭用料金と同一料金とした場

合には事業費回収率は向上するものの資本投資コストの一部しか回収できず、3 倍とす

ることによりフルコストリカバリーが達成できる結果となった。 

 

 
図表 3-3-2-7 クルナ上水道の Cross-Subsidy 調整ケースにおける事業費回収率 

事業費回収率 事業費 

家庭用以外料金＝ 

家庭用料金 

家庭用以外料金＝ 

家庭用料金の 3 倍 

O&M コスト 228% 316% 

資本投資コスト 60% 102% 

 

② 考察 

上記の通り、ベースケースでは資本投資コストは回収できず、O&M コストも一部し

か回収ができない結果となっている。ベースケースの家庭用料金の約 14 倍となる ATP

料金を適用したところ、O&M コストは全て回収が可能となった。しかし、家庭用と家

庭以外用の間で Cross-Subsidy を導入しない（家庭用・家庭以外用の両方に ATP 料金適

用）場合には、回収率は向上するもののやはり資本投資コストを全て回収することはで

きない結果となった。ATP 料金を導入した上で、さらに家庭以外用の料金を家庭用の 3

倍とする Cross-Subsidy を導入した場合に、フルコストリカバリーが達成される結果と

なった。 

したがって、本試算条件を基にするならば、ATP 料金はフルコストリカバリーを達

成できるレベルにはなく、料金の調整によりフルコストリカバリーを達成するには、

ATP 料金を超える料金設定を行う、又は大幅な Cross-Subsidy を導入することが必要と

なる。 
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 3.3.3 本邦ベストプラクティスの O&M 指標適用の検討 

 

1 章では国内自治体の上下水道事業について、O&M のベストプラクティスの検討と

抽出を行った。途上国の上下水道事業においても、O&M の改善・効率化は重要な課題

であるという認識のもと、本項では前記の通り検討を行ったバングラデシュの上水道事

業の簡易シミュレーションを用いて、国内自治体のベストプラクティスを適用した場合

の改善余地について、主に O&M コストの面から検討を行った。 

 

(1) 本邦ベストプラクティスによる想定 O&M コスト算出 

① 本邦ベストプラクティスとの O&M コストの比較 

本邦ベストプラクティスとバングラデシュ（チッタゴン）の上水道の O&M コストに

ついて、m3 あたりのコスト及び内訳構成を比較すると次の通りである。 

比較にあたっては、ベストプラクティスは 1 章 1.3.1(9)の地表水グループのデータ、

チッタゴンについては簡易シミュレーションの前提条件（SPECIAL ASSISTANCE FOR 

PROJECT FORMATION(SAPROF) FOR KARNAPHULI WATER SUPPLY PROJECT  

NOVEMBER 2005  SAPROF TEAM FOR JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION に示された O&M コスト及び内訳）を対象に検討を行った。なお、比

較に用いたチッタゴンの m3 あたり O&M コストは下表の通りである。 
 

図表 3-3-2-8 チッタゴン上水道の O&M コスト 
項目 年間 O&M コスト m3あたりO&Mコスト 

Chemical cost 13.87 m Tk/Year 0.28 Tk/m3 

Power cost 68.19 m Tk/Year 1.37 Tk/m3 

Fuel cost 14.98 m Tk/Year 0.30 Tk/m3 

Personal cost 4.23 m Tk/Year 0.09 Tk/m3 

Repair cost 4.79 m Tk/Year 0.10 Tk/m3 

合計 106.05 m Tk/Year 2.14 Tk/m3 
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本邦ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽとのO&M費の比較

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ（地表水ｸﾞﾙｰﾌﾟ） ﾁｯﾀｺﾞﾝ(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ条件)

円
/
m

3

その他

受水費

薬品費(Chemical cost)

修繕費(Repair cost)

動力費(Power&Fuel cost)

人件費+委託費（Personal cost)

※1Tk＝1.76円

 

図表 3-3-2-9 本邦ベストプラクティスとの O&M 費の比較 
 

 

m3 あたりの O&M コストは、本邦ベストプラクティス 61.54 円/m3 に対して、チッタ

ゴン 3.76 円/m3（2.14Tk/m3、1Tk＝1.76 円）であり、その費用レベルには約 16 倍とい

う大きな差がある。 

本邦ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽとのO&M費の比較
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図表 3-3-2-10 本邦ベストプラクティスとの O&M 費の構成比較 
 

次に、O&M コストの内訳構成を比較すると、ベストプラクティスでは 60%近くが人

件費及び委託費であるが、チッタゴンでは約 4%に相当するに過ぎない。一方で、チッ

タゴンでは 8 割近い費用が動力費となっているが、ベストプラスディスでは約 6%を構

成するに過ぎない。以上の通り、本邦ベストプラクティスとチッタゴンのシミュレーシ

ョン前提条件では、人件費及び動力費の面で O&M コストの内訳構成に特徴的な差が見

られた。 

その理由は定かではなく詳細確認・検討が必要であるが、一般には人件費のレベル、
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動力費（電気料金、燃料費）のレベル、人員配置の考え方、プラント処理方式・性能（省

エネ性）等の差異によるものと推測される。 

 

② 効率化による O&M コストの削減余地の検討 

前記①の通り、本邦ベストプラクティスとバングラデシュ（チッタゴン）の O&M コ

ストのレベル、内訳構成は大きく異なることが確認できたが、本項では次のような仮定

的な試算によりバングラデシュにおける O&M コストの削減余地について検討を行っ

た。 

 

まず、1 章 1.3.1(9)で算定したベストプラクティスの人的投入量、電力投入量、薬品

投入量、及びクルナ上水道の簡易シミュレーションの前提とした報告書（FEASIBILITY 

STUDY FOR KHULNA WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT IN THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF BANGLADESH  OCTOBER 2010  STUDY TEAM FOR JAPAN 

INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY）にある O&M コスト（人件費、電気料金、

薬品）の単位コストより、O&M コストを構成するこれらの項目について、バングラデ

シュにおける費用を以下の通り試算した。 

 

図表 3-3-2-11 バングラデシュにおける一部 O&M コストのベストプラクティス試算コスト 

人的投入量 損益勘定職員数 2.62 人/百万m3 200 Tk/人・日 0.19 Tk/m3
電力投入量 電力使用量 272.63 Wh/m3 3.5 Tk/kWh 0.95 Tk/m3

消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム） 3.34 g/m3 363 USD/t 0.08 Tk/m3
凝集財（ポリ塩化アルミニウム） 18.65 g/m3 247 USD/t 0.31 Tk/m3
※クルナ上水道の簡易シミュレーションの前提の報告書より 合計 1.54 Tk/m3

1USD= 90.14 円
1Tk= 1.328 円

薬品投入量

上水道ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽ（地表水ﾌﾞﾙｰﾌﾟ）の投入量指標 コスト単価※ 試算コスト

 

また、チッタゴン上水道のシミュレーション前提条件では、前掲の表の通り、Personal 

cost（0.09Tk/m3）、Power cost（1.37Tk/m3）、Chemical cost（0.28Tk/m3）の合計額は、

1,74Tk/m3 となる。ベストプラクティス試算コスト 1.54Tk/m3 は、左記 1.74Tk/m3 の約

88.5%に該当し、O&M コストは約 11.5%低いレベルとなる。 

一方で、1 章 1.3.1(8)では自助努力により約 17%（＝（90.7 円/m3－75.0 円/m3）／90.7

円/m3）の削減余地が想定し得るという結論を得ている。 

 

本邦とバングラデシュでは O&M コストのレベル、内訳構成が大きく異なることから、

本邦ベストプラクティスから O&M コストの削減余地を合理的又は精度高く推計する

ことは困難である。しかしながら、本邦ベストプラクティスとチッタゴンでの O&M コ

ストの分析を行ったところ上記の検討結果となることから、以降の検討においては、10

～15％程度の削減余地があると想定し、検討を行うものとした。 
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(2) 本邦ベストプラクティスによる想定 O&M コストの適用 

バングラデシュにおける、効率化による O&M コストの削減可能性について、前項に

より検討・試算を行った。当該結果から効率化後の O&M コストをチッタゴン、クルナ

の簡易シミュレーションに適用し、O&M コストの削減が事業持続性へ与える影響を、

事業費回収率の改善度合により確認する。 

なお、前項では 10～15％程度の削減余地としたが、本試算においては、保守的に 10%

の効率化による O&M コストの削減を見込むものとした。また、ATP 料金を適用し、

Cross-Subsidy を実施しない（家庭用料金と家庭用以外料金を同一とする）場合につい

て、事業費回収率の比較を行った 

結果は以下の通りであり、一定の回収率の改善が認められた。特に、O&M コストの

回収率の向上には直接的に寄与することから、O&M コストの削減は事業費回収率を改

善し、事業持続性を向上させる効果は大きいといえる。 

 

① チッタゴン 

 
図表 3-3-2-12 チッタゴン上水道の O&M コスト削減による事業費回収率 

事業費回収率 事業費 

O&M コスト削減無 O&M コスト削減有 

（10%減） 

O&M コスト 513% 568% 

資本投資コスト 135% 137% 

 

② クルナ 

 

図表 3-3-2-13 クルナ上水道の O&M コスト削減による事業費回収率 
事業費回収率 事業費 

O&M コスト削減無 O&M コスト削減有 

（10%減） 

O&M コスト 228% 251% 

資本投資コスト 60% 64% 

 



結論 

1. 各国料金制度における事業費回収及び内部補助の確認 

バングラデシュにおいては、上下水道に対する設備投資の不足から施設整備が十分に行

えず、上水供給量が不足し、また、事業実施主体である上下水道公社の脆弱な財務体質に

よる事業持続性も懸念されている。同様の状況に対し、過去の国際機関等による水道事業

実施主体の財務能力強化を目的とした「フルコスト・リカバリー」の考えを導入していた

が、他方、受益者が負担可能な料金設定や貧困層への配慮の必要性も指摘されていた。 

本調査では、上下水道における料金設定の比較分析のために、13 カ国、26 都市の料金制

度を確認し、「フルコスト・リカバリー」及び内部補助の設定状況を調査し、各国において、

料金による事業費回収がどの程度達成されているのか、内部補助がどの程度機能し、支払

可能性の向上が図られているか、貧困層に対するどのような支援が設定されているか、と

いった点を検討することで、今後の各国の料金設定における示唆を提示することを目標と

した。 

 

結果としては、先進国の殆ど及び途上国においても、コストリカバリーの原則の下、料

金制度が制定されており、先進国においては特に用途別、規模別の内部補助を設けていな

い事例が大半であった。しかし、事業費の回収については、主として公的主体が事業実施

を行っている場合には、資本費を回収できていないケースがある一方で、事業への民間参

入が進んでいる事例では、事業費に加え、一定のリターンについても料金から回収できる

ような仕組みが設定されている。 

他方、途上国においては、料金による事業費の回収は維持管理・運営費用までで、資本

費に対しては中央政府からの補助金・資金供与が行われている事例が大半であった。また、

用途別・規模別の内部補助が機能しているケースが大半であった。これについては、一般

家庭への水道の普及率の向上のために、一般家庭の支払能力を考慮した料金設定とし、ま

た、産業促進のために特定の用途に対する補助を政策として提示しているものと推測され

た。下水事業にについては、コストリカバリーの原則が機能していないケースが多く、安

価な単価での料金設定となっており、事業費回収には困難を要している。 

 

2. ATP 料金調査及びシュミレーション 

さらに、本調査では、水道事業体の財務能力を維持し、持続的な水道サービスの供給を

実現するためにも、「Affordability-to-Pay」料金や内部補助の適用による料金支払い可能性の

向上、さらには、必要に応じた補助金の設定等により、建設・維持管理・運営費用がどの

程度回収される可能性があるかを、ハノイ、ジャカルタについて可能性を試算し、チッタ

ゴン、クルナにおいても同様のシミュレーションを行った。 

また、途上国の水道事業実施主体の財政状況改善のためには、適正な料金設定に加え、
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事業の効率化やコスト縮減等の対策も必要となるとの考えから、本調査においては、本邦

自治体の上下水道料金体系と事業持続性の有無等について確認し、上下水道事業の収支が

我が国の自治体財政へ与えているインパクトや、自治体の自助努力によるコスト削減余地

を確認し、我が国のベスト・プラクティスを途上国上下水道事業へ移転した場合の影響を

分析した。 

 

ATP 調査に関しては、本調査が正式なサーベイの実施を意図していなかったことから、

参考値にとどまっているが、現地ヒアリングを実施したブラジル、チリ、ベトナム、イン

ドネシアの４カ国において、上下水道料金合計にて、1.5 から 3.9 倍程度の支払可能性が推

察されている。同時に、調査の実施方法については、よりきめ細かい検討が必要であると

の留意点も指摘された。 

ハノイ、ジャカルタにおける上下水道の事業費回収率についてのシミュレーションでは、

前提条件を全て過去の特定事業に関する可能性調査等に拠っているが、ハノイ、ジャカル

タの上水道においては現行料金における事業費回収が見込まれており、ATP 料金の設定に

より回収率の向上が見込まれる結果となった。他方、下水道については、ATP 料金を適用

し、他用途の料金も同様に上昇させた場合でも、ハノイではフルコスト・リカバリーは達

成しないとの結果となっており、資本費に対する政府補助金・資金供与の必要性が想定さ

れる。 

チッタゴン、クルナにおいては、上水道については、ATP 料金の導入で事業費回収が見

込まれるものの、下水道については、見込まれず、特にクルナでは回収率も低位にとどま

っており、更なる政府補助金・資金供与が必要と考えられる。 

さらに本邦ベストプラクティスの O&M 費用のバングラデシュ事例への適用については、

コストレベル及び費用の内訳が大きく異なるものの、一定のコスト削減余地が見込まれる

と推計された。 
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